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巻頭言

14年度の終わりに

会長海野省治（東京都立青山高等学校長）

平成15年1月20日都倫研顧問の斎藤弘先生が亡くなられた。 79歳とのことであった。都

倫研では､OBの方々でいろいろご指導いただいた方々が多い｡末席の私などは語る余地は

ない力ざ、一つだけ思い出を語らせていただく。

私力ざ事務局長を引き受ける前だったと思うが、当時、文部省教科調査官であった斎藤先

生から依頼力ざあって、大学入学資格検定試験の問題作成委員を引き受けた。問題の検討を

進めているときに、私の問題力ざ引っかかった。その時は、 もう私はこれ以上アイデアは浮

かばない、考えても仕方がない、 という気分であった。 しかし、先生は、私の問題文を机

の上に置き、めがねを外したりかけたりしなｶぎらひたすら考え続けてくれた。不出来な問

題をどう工夫したらよりましな問題にするかを、髪の毛を掻き上げながら考えていて下

さった。その姿を今でも思い出す。こうしたお姿からにじみ出てくるお気持ちは、決して

まね力ざできない。先生のお姿を偲びつつ、ご指導いただいたことに厚く感謝申し上げると

ともに、ご冥福をお祈り申し上げる。

さて、東京都教育委員会の今後の改革の中には、生徒による授業評価の計画ｶ㎡盛り込ま

れている。私はこれは、一層の授業改善のために実施が必要だと思っている。それと共に、

学校内で相互に授業を公開しあうことも進められればと思う。授業公開は教員にとっては

いい勉強の場である。本研究会の例会が、公開授業を欠かさないで今日まで来ていること

は大きな財産である。今後も継続し、研究協議の充実を図りたいものである。

教室での授業は、生徒一人に対し、 10人位の教科担任が教えている。 （クラス単位である

が､受け手は一人一人の生徒だと考える)、10人の教科担当者力ざ横の連絡を取って授業に臨

むことができたら、一人一人の生徒は各授業の中に内容の一貫性や関連性を見出せて、知

識の総合化が可能になるのではないかと思う。そうでないと生徒は、 「各先生の授業はそれ

ぞれ別のもので、相互につながりはない｣、 「試験のときには、それぞれに合う答案を書け

ば合格する」 と思う可能性が大きい。教員が連携すれば、 よりよい結果ｶぎ生まれる。そん

な理想が実現する学校であればといつも思う。
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I 平成14年度研究主題と研究体制

［本年度の研究主題］

「生徒が現代の社会の諸問題について自ら問題設定･問題解決のできる力を持ち、人間と

しての在り方生き方についての深い自己洞察を行えるような指導の研究」

［研究主題設定の趣旨］

今年度の分科会構成にあたって、私たちは以下のような問題意識をたてた。

昨今の社会情勢にはたいへん多くの衝撃的な出来事があった。2001年9月に起こったア

メリカでの同時多発テロ事件は、初めて民間航空機を使った攻撃として衝撃を与え、世界

中から強い非難を浴びた。たが、続くアメリカによる対アフガニスタン報復攻撃では破壊

力の強い新型爆弾により多くの犠牲者が生まれ、テロ行為への報復のあり方と是非力霞問わ

れた。一方、 イスラエルではパレスチナとイスラエルの対立が深刻化し、テロ行為とそれ

に対する軍事攻撃によって多くの犠牲者が出ており、今後の和平は難しい状況にある。

人類の対立以外に目を転じてみると、われわれのあるいは地球の未来を問うような出来

事が相次いだ。科学技術の発展の成果としてのクローン技術は、多くの批判や心配をよそ

についに人間の複製に着手しつつある｡悪化している地球環境問題では､京都議定書を巡っ

て、アメリカなど大国が自らの利害を押し出し、その締結と実行を困難にしている。

国内状況では、バブル崩壊とその後遺症から抜け出すことのできない日本経済において

は、多くの企業が倒産し、 リストラの名の下に労働者の人権が脅かされている。そうした

なりふり構わぬ競争原理が多くの国民の心を荒廃させ、疲れさせている。中高年者の解雇

や自殺が増え、家族や就学中の子どもへの影響が出ている。さらに、 この国の政治は混迷

を極め、相変わらず政治家や官僚の犯罪や疑惑は後を絶たない。国民の多くは展望を失い、

未来を語れなくなってきている。大人の中には人としてどう生きるかのモラルまでをも

失った行為も増えてきている。このように国外国内を問わず、人類が経験したことのない

出来事が驚くような速さで進行しているといっていいだろう。

こうした今を生きる高校生の置かれた状況はどのようだろうか。例えば、長く続く就職

難に悩み、 また学校完全五日制によるゆとりと学力不安の間で揺れ動いている。携帯電話

維持のためにアルバイトに励み、学校から逃避行為を行う高校生も多い。あるいは自分の

快楽のために人を傷つけてしまう生徒もいる。 「17歳の危機｣といわれる痛ましい事件力ざ多

く発生している。その一方で、社会の問題を自ら考えて何かしらの解答を求めようとした

り、領極的にボランティアに励んで人のために何かをしたり、海外に自ら出かけていって

体験を増やすなどの前向きな活動に取り組んでいる生徒も多い。

こうした状況に対して学校教育と「公民科」は何を為しうるのであろうか。高校生にア

ンケートを取ると、彼らは今の社会の出来事に多くの関心を持って、 もっと知りたい、考

えたいと思っている。一見刹那的に見える彼らも、彼らなりに将来設計を持っている。こ
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れらの諸問題を扱うのはまさに「公民科」の分野である。
私たち力欝高校生に養わせたいものは、現代の社会を冷静に受け止め、問題を批判的に考
え、 また自ら行動することのできる態度と、周囲に安易に流されないようなしっかりとし
た人生観ではないだろうか。そして将来への希望と、社会をつくっていくという気概を持
たせることではないだろうか。そのために、われわれ教員力ざお互いの教材や授業の研究を
行い、 さまざまな方面から授業を生徒が主体的に考えていけるような豊かな時間と内容に
していく必要があるだろう。

具体的な研究項目は以下の通りである。

(1) 「現代社会」 「政治経済」の指導内容では、現代の社会を構成している諸原理を考え、
それとともに、現代社会の諸問題である戦争と平和、開発と環境、福祉、情報化社会、
地域の問題などを考察させる。そして諸問題を解決させるために、生徒一人一人が自ら
環境設定を可能にする指導内容と教材の開発の研究をする。
(2) 「倫理」の指導内容では、社会、文化、青年心理、先哲の思想などの学習をベースに、
情報倫理、生命倫理、環境倫理、家族、国際化などの現代社会的問題の解決や取り組み
を考えさせる。そして自分をよく知り、人類の文化的遺産から本質的なものを学ぶこと
によって未来を切り開いていく力をはぐくませるための指導内容と教材の開発の研究す
る。

(3)上記の授業内容・教材開発を実践するための教育方法の研究を行う。

［研究体制］

そこで、 この分科会構成は以下のようにする。

第1分科会政治・経済的分野の研究主に「政治・経済」に関する研究と授業実践を
報告

第2分科会倫理的分野の研究主に「倫理」に関する研究と授業実践の報告
これらの研究会分野は決して単独にあるものではなく、相互に関連しあうものである。

お互いの研究分野を関連させな力ざら、充実した活動を行っていきたい。また、他の研究会

との交流も積極的に行っていきたい。
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11平成14年度研究活動報告の概要

｢棗m5月24日 （金） 総会並びに研究大会
会場：都立九段高等学校

(1)総会

議事

会長挨拶

平成13年度会務報告

平成13年度決算報告並びに会計監査報告

平成14年度役員改選並びに事務局構成

平成14年度事業計画案審議

研究計画案審議

平成14年度予算案審議

(2)研究発表並びに研究協議

①平成14年度研究活動の総括

②研究発表

「参加型学習の実践報告」

海野省治

西尾理

西尾理

海野省治

西尾理

岡田信昭

西尾理

会長

小平西高等学校

小平西高等学校

会長

小平西高等学校

調布北高等学校

小平西高等学校

平成14年度都倫研研究部

東京都立竹台高等学校黒須伸之

国際理解教育センター(ERIC)

(3)分科会構成

(4)講演 「これからの公民科教育を考える」

東京工業大学大学院教授橋爪大三郎

｢薊~団10月22日 （火） 第1回研究例会
会場：東京都立工芸高等学校

(1)公開授業 「ブッダの教え－空と無我一」 （1学年「現代社会｣）

東京都立工芸高等学校山口通

(2)研究発表並びに研究協議

「新しい視点からボランティア教育を考える

－ボランティア活動の問題点を教育現場から考える－」

㈱泉放送制作・青山学院大学大学院浅野麻由

東京都立目黒高等学校坂口克彦

(3)講演 「哲学ってなんだ」

明治学院大学教授竹田青嗣
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｢棗~§~面1 2月18日 （火） 第2回研究例会
会場：東京都立青山高等学校

(1)公開授業

「時代を越える思想の探求一アドルノを中心に－」 （1学年「倫理｣）

東京都立青山高等学校鈴木宣雄

(2)研究発表並びに研究協議

「生と死の語り方一生命倫理教育の組み換えのために－」

東京学芸大学教育学部附属高等学校大泉校舎大谷いづみ

｢時代を越える思想の探求」(3)講演

東京都立青山高等学校鈴木宣雄

｢私の60年」

東京都立青山高等学校長海野省治
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Ⅲ研究例会報告

平成14年度東京都高等学校公民科「倫理」 「現代社会」研究会

総会並びに研究発表大会

平成14年5月24日 （金） 東京都立九段高等学校

次第

1．開会

2．会長挨拶

3．議事

（1）平成13年度会務報告

（2）平成13年度決算報告並びに会計監査報告

（3）平成14年度役員改選並びに事務局構成

（4） 平成14年度 1事業計画案審議

2研究計画案審議

（5）平成14年度予算案審議

（6） その他

4．研究発表並びに研究協議

①平成13年度研究活動の総括

平成13年度都倫研研究部

②研究発表

「参加型学習の実践報告」

東京都立竹台高等学校黒須伸之

国際理解教育センター(ERIC)

5．分科会構成…分科会登録、世話人選出

6．講演 「これからの公民科教育を考える」

東京工業大学大学院教授橋爪大三郎

7．閉会

平成14年度事業計画

1 研究成果の刊行 「都倫研紀要」第41集の刊行

2 研究会報の刊行 「都倫研会報」第65号の刊行

3総会並びに研究発表大会平成14年5月24日 （金） 東京都立九段高等学校

4 研究例会の開催

◇第一回10月中旬

◇第二回平成15年2月上旬

5研究分科会2分科会構成で各々3～4回を予定

6 その他
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平成14年度役員改選並びに事務局構成（下線は新任・敬称略）
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役員 氏 名 （所 属）

会長
＝－1■ 1■■P守寺＝‐寺一幸■＝ーで

副会長
ーq■q■ q■■1■■q■ 1■画一‐ー‐‐ー

会計監査
■‐‐4■■‐‐｡■■■1■口1■‐‐

常任幹事

■■幸申一一一参●一q■ｰ一－一｡一

幹事

海野省治（青山）

喜多村健二（日野)、辻勇一郎（荻窪)、及川良一（墨田川）

三宅幸夫（江東養護)、水谷禎憲（西）

葦名次夫（忠生)、泉谷まさ （墨田川） 、

大谷いづみ（学大附属大泉校舎)、工藤文三（国立教育政策研究所)、

佐良土茂（九段)、平沼千秋（農業)、増渕達夫（都教育庁)、

西尾理（小平西）
－

新井明（国立)、石井杉生（都教育庁)、岩橋正人（工芸)、

大野精一（晴海総合)、岡田信昭（調布北)、岡田博彰（豊多摩)、

岡本重春（光丘)、蕪木潔（水元)、上村肇（都教育庁)、

黒須伸之（竹台)、小泉博明（麹町学園)、幸田雅夫（玉川聖学院)、

河野速男（鷺宮)、小島恒巳（都立大附属)、小寺聡（南多摩)、

小林和久（日大二高)、紺野義継（正則)、斎藤晴子（館)、

坂口克彦（目黒)、佐藤幸三（鷺宮)、杉本仁（南多摩)、

関根荒正（府中東)、高橋誠（福生)、田久仁（新宿)、

多田統一（葛西南)、舘入慧子（共立女子)、立石武則（府中工業)、

富塚昇（晴海総合)、徳久寛（玉川)、西尾理（小平西)、

西川一臣（桐ヶ丘)、仁科静夫（小金井北)、原田健（国分寺)、

平井啓一（井草)、廣末修（北野)、福田誠司（富士)、

藤野明彦（国分寺)、伏脇祥二（代々木三部)、古山良平（学大附)、

町田紳（葛西工業)、水堀邦博（荻窪)、皆川栄太（小平)、

三森和哉（久留米)、宮澤眞二（井草)、宮原賢二（港工業)、

村野光則（お茶大附属)、諸橋隆男（大妻中野)、山本正（代々木三部)、

吉野明（鴎友学園)、吉野聡（学大附属)、和田倫明（航空高専)、

渡辺潔（新宿山吹)、渡辺勉（小石川)、渡辺範道（足立）

渡辺洋（小松川)、渡辺安則（飛鳥）

、

顧問 小川輝之、蛭田政弘、井上勝、細谷斉、佐藤勲、岡本武男、斉藤弘、

船本治義、増田信、G.コンプリ尾上知明、渡辺浩、中島清、

佐藤勇夫、寺島甲祐、鮎沢真澄、井原茂幸、道広史行、酒井俊郎、

鴫森敏、金井肇、沼田俊一、山口俊治、勝田泰次、永上津朗、

伊藤駿二郎、菊地尭、杉原安、小川一郎、秋元正明、木村正雄、

中村新吉、坂本清治、宮崎宏一、大木洋、成瀬功、小河信國、小嶋孝、

新井徹夫
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総会〔研究発表〕

参加型学習の実践報告

東京都立竹台高等学校 黒須伸之

国際理解教育センター(ERIC)

竹台高校では2年生の選択科目の1つに、 「国際理解｣という科目力ざ置かれている。そこ

では2年ほど前から市民講師の制度を用いて、国際理解教育センター(ERIC)の協力を得

て授業が行われている。この授業形態は1学級20人の編成に対して、公民科の専従教員1

名と市民講師によって進められている。市民講師の定員は1名である力ざ、各班ごとに専門

の指導員力烹配置されるために極めて良好な授業環境を実現している。

参加型学習では伝統的なインプット型学習とは対照的に、世界的な課題に対して自らの

内面から問題意識を喚起し、 自主的・価値創造的に多くの人々と手を取り合って進めてい

くという人材（ファシリテーター）の育成が目指される。こうした参加学習は、アメリカ

と西ヨーロッパで特に積極的に取り組まれており、極めて多様な教材・授業方法が開発さ

れている。人権・環境・文化の多様性・国際関係など、現代的問題の解決を模索する学習

には、高度な専門性と経験、多彩な教材が必要であり、反面、シンクタンクは活躍の場を

必要としており、ここに専門家としての市民講師と公立学校とのコラボレーションの意義

が存在している。

今回の発表では､国家の役割を理解するという参加型授業の見本を､実際に会場に集まっ

た教師を対象に実施した。長期にわたって伝統型授業に慣れてしまうと、授業への工夫が

弱体化する場合もありうるわけで、 自らも生徒と同じように問題解決への参加意識をもっ

て考え、発表し、意見を共有してみるという経験は、初めての人にとっては戸惑いと新鮮

な驚きが感じられたのではと思われる。また、市民講師という制度の有効性を紹介するこ

とができたということが、この発表の1つの成果であったように思われる。
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総会〔講演〕

これからの公民科教育を考える

東京工業大学大学院教授 橋爪大三郎

1 ．変容する社会の社会科（学）

はじめに、高等学校の「社会科」について、社会科学全般と関連付けてお話したいと思

います。この部分は以前（1993年10月7日）にこの研究会でもお話したものです。

社会科（学） とは、 「社会」についての「科学的」な研究と理解でき、その研究対象は人

間の行為と行為をもたらす価値判断の集積です。それは、なぜ大切なのかその理由を考え

る「意味｣、人間にとって大切な「価値｣、 していいことと悪いことを考える「ルール」な

どです。またその研究方法は、実証という手続きが必要な「科学」でなければならず、す

べての人が承認する根拠をそなえる必要力ざあります。事実だけではなく納得できる論理も

必要なのです。ですから私は、社会科（学）教育では、科学として社会を実証できるよう

な能力を身に付けるためにも、観察者であるよりも当事者であるという意識を与えること

が必要であり、そのためには知識ではなくて実践(プラクシス)、つまり市民としての行動

様式の習得を目指すことが特に大切であると考えます。

社会科の科目にはさまざまなものがありますが、歴史では過去の、地理では現在の、そ

れぞれ社会の事実関係とその意味を考えなければならないのです力ざ、その意味を深く考え

ることなく、 これらの科目を単に入試のための知識の暗記に還元してしまう傾向があるよ

うに思えます。これは社会科が社会科学とは正反対に向かっている残念な傾向であると私

には思えるのです。それは、 「政治・経済」や「現代社会」 「倫理」なども同じで、政治学

や経済学、社会学や哲学などの本質に少しでも迫るような取り上げ方をされているのだろ

うかと考えます。 とはいっても、教育現場ではさまざまな工夫が試みられているのかもし

れません。 しかし、重要で現実的なテーマほど、教えにくいのが現実ではないでしょうか。

たとえば、戦争責任は戦後世代の「反省」や「追及」という形で教えられますが、 これ

では戦中、戦後生まれにかかわらず、戦前や戦中を悪と単純に考えてしまう。そのため、

失敗のメカニズムからは無関係であるという、当事者意識の欠如した無責任な態度につな

がりかねない。憲法についても、本来は国家と人民の統治契約であるにもかかわらず、つ

い憲法を尊重することイコール護憲と考えてしまって、床の間に飾ってしまうような議論

となる。差別の問題を考えるにしても、 「差別してはいけない｣と教えることによって、隠

れた異質性を掘り起こし、かえって差別が再生産されることになってしまわないだろうか。

国連も戦勝側の連合軍が形を変えた軍事同盟とも考えられ、集団的自衛権を肯定すること
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につながらないか、などなど、当事者意識をもった市民としての行動様式を習得させると

いうことはなかなか難しいことなのです。

2． 「課題追及学習」にこう取り組む

それでは、 どのようにしたらよいか､ ということになります。いくつかヒントになるよ

うなことをお話しようと思います。

まず、具体的な実例を通し、市民としての判断を支援するために、ケース・メソッドの

効用を活かすということです。たとえば、次のような問いかけをしてみるとどうでしょう

か。

①憲法を否定し、政府の転覆をはかる陰謀集団が集まっている。どうしたらいい？逮捕

する根拠法は？

②あなたが結婚して子ができた｡親の一方は被差別部落出身｡将来その出生を子に語る？

③「ちびくろさんぼ」が絶版になることにあなたは賛成、反対？

などです。これらはどれもすぐに結論は出ないものかもしれませんｶざ、討議を通して考え

させることは、民主主義の市民の良識を理解させるには有効であり、不完全なこの世界に

どう立ち向かっていくかの良いレッスンになるとも思うのです。

生命と地球環境については、ショッキングな事例を紹介するという方法もあります。た

とえば、地球上の生物の体重による動物淡白の構成比を示します。 1位は牛、 2位はヒト、

3位はニワトリと豚など。これをみると、人間と人間が食べるものでその大部分を占め、

人間のためにその大部分が消費されていること力ざわかります。そして、現実の問題として、

炭酸ガスの増加や農地の不足と荒廃の問題が起きているわけです。つまり、人間はこうし

て地球にかなりの負荷をかけている。だから、地球にやさしければ人間に厳しくならざる

を得ないということになります。環境問題などを論じるときに、 「気休めエコロジー」とな

らないよう、 しっかりと当時者意識をもって考えていかなければならないと思います。

家族と地域社会に関して考えさせるときには、 「もし、あなたの町を除いて、 日本の他の

部分力罫消滅してしまったら、 どうする？」といった問いかけを行なってみる。政府はどう

創るか、食料はどう調達するかなど、民主主義社会の再生産を擬似体験してみるといった

授業展開も面白いと思います。また､他にも「あなた力:親だったら、子供をどう育てるか？」

とか、 「擬似家族をつくって役割を演技させる」といった試みも考えられます。 （これにつ

いては堤・橋爪編『選択・責任・連帯の教育改革』に関連事項力箇あります＝筆者）

多文化主義とは何か考えさせる場合には、食物規制、安息日(暦)、服装、言語、習慣な

ど世界のさまざまな文化の理解を目指す必要があります。その際には、単に「いろいろな

文化がある」という知識だけでなく、それを「当然のこととして付き合うマナー」がより

本質的に大切なことと理解させねばならないでしょう。 （アル･グラスビー著「寛容のレシ

ピ』を参照してください＝筆者）
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3 ．価値・意思決定・言語一価値システム専攻の狙い－

それでは、ここからは私が勤務する東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム

専攻(DepartmentofValueandDecisionScience=VALDES)についてお話ししな力ざ

ら、速やかで適切な意思決定の重要性について述べていきたいと思います。 （講師より後日

送付していただいた同専攻のパンフレットを参照し､より具体的な記述としました＝筆者）

価値システム専攻(VALDES)は､21世紀の新しいタイプのリーダー養成の場として1996

年に新たに創設されました。地球環境問題、民族・宗教・文化的対立の問題、生命倫理問

題、南北問題、情報化とグローバリゼーションなど現代社会が直面するさまざまな問題は、

どれもその本質を深く追及する価値判断と意思決定における卓越した能力が必要となりま

す。また一方で、その問題に関わる多様な当事者を説得し、迅速な解決に導く意思決定の

スキルも求められます。問題の深層構造を理解しない軽薄で拙速なDecisionや､難解かつ

細部にこだわる理想論ばかりでいつまでたっても結論が出ないValueの探求にこだわる

のではなく、ダイナミズムに溢れた、新しい学問と実践の融合を創造していくことを目指

しています。

そのために、VALDESは3つの理念を宣言しました。 1つ目は文理の融合です。現代の

諸問題は、文系だけ、理系だけといったバラバラの知識で解決できるほど単純なものでは

ありません。宗教・文化など文系的問題と思われるものにも理系的素養が必要であり、科

学技術や自然環境など理系的問題の解決にもそれを取り巻く社会構造の理解や、異なる文

明ごとの人間観や自然観の違いといった文系の知が必要なのです。新しいタイプのリー

ダーはそれら双方に習熟していなければならないと考えます。

2つ目は数学と哲学の融合です。これは問題の数理的な把握と分析を目指す数学と、 自

然言語による合意形成の技術である哲学の二つのアプローチの融合です。長い学問的伝統

に支えられた、人類の叡智とも言うべき深みのある観点と、数理的な手法を使った、客観

的かつ厳密な現状認識の両立こそが、複雑化し、単一のアプローチでは理解不可能な現代

社会を解き明かすために求められている手法であると考えます。

3つ目の理念は、学問と実践の融合です。混迷する現代社会の状況をただ後追いしたり、

傍観者的に分析を行なうのではなく、種極的にコミットしていく学問と、ただやみくもに

行動するのではなく、深い洞察と分析に支えられた実践が求められます。そのために、異

なる分野の人々とのディスカッションを重視し、 自己調和的言論に終始するのではなく、

葛藤と相互理解のプロセスを繰り返す中で、真に実践的な知を生み出していくことを求め

るのです。

こうした理念を実現するために、多彩な専門分野を専攻する教官が3つの講座に分かれ、

相互に緊密な連絡を取りながら一体となって運営しています。それは、意思決定の前提と

なるさまざまな価値を理解し、体得し、創造する｢価値論理講座｣、社会という複雑な対象
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を、数理という鋭利な武器によって攻略する｢社会数理講座｣、問題の価値前提と数理的構

造をふまえて、実践的な解決を導く 「決定過程論講座」の3つの講座です。

私は、 「価値論理講座｣のなかで、言説編成という分野を中心に研究しています。そこで

学生に学んでほしいことは、 「言葉を鍛えながら、 自分を鍛える」ということです。それ

は、 日常言語力ざ合意形成のためのシールであり、意思決定の前提を明示するものであると

考えることから、言葉を正確に、厳密に、豊かに使う技能を身に付け、 「考えるように語

り、語る通りに行動する」ことが非常に重要であるということです。いわば公的な場であ

るディスカッションのなかで、 自分の感情や価値を自分の言葉で語り、それに対する他人

の批判にもゆる力:ないという、言葉を正しく使うトレーニングをしながら、意思決定を積

み重ねることで、市民としての行動様式力葡育っていくものと考えています。これは、先ほ

ど述べた高等学校における社会科教育の課題を解決するためにも一つの参考になるのでは

ないかと思います。

4． これからの「倫理」を考える

最後にまとめとして、これからの「倫理」教育について私の考えることをお話したいと

思います。 （竹田青嗣･橋爪大三郎『自分を活かす思想／社会を生きる思想』をご参照くだ

さい＝筆者）

「倫理」を考える上で、 「自由」と「ルール｣、 「公共性」といったことをキーワードにし

て考えながら話を進めたいと思います。

近代主義やマルクス主義はルールを自由な制約と考えました。今でも校則や規則を想像

してもわかるように、そう考える人も多いと思います。 しかし、私はまず「ルールがなけ

れば自由はない」と考えてみることから始めてみようと思います。つまり、ルールと自由

は背反しないということです。これは、言語論的転回のようにも思えますが、言葉に文法

力ざなければ意味を伝えられないのと同じであると考えます。 しかし、 ここでいうルールと

は、存在意義の明確な最小限のものに絞り込んで、それのみに従っていこうということで

す。人々は自分たちの自由を極大化するために、多様な自由や個性を受け入れる最小限の

ルールを自分たちで制定する民主主義という仕組みを作り上げてきたのです。そして、そ

のルールは権力者も含めて誰にでも適用されるという法の支配の原理が確立し、現状に不

満があれば、ルールを変更できるという漸次的なステップも可能としました。また、ルー

ルを担保するのは権力であるから、それゆえルールにもとづいた正しい権力が必要とされ

るのは当然ともいえます。

今までお話してきたように､ルールは人間力ざ生きていくうえでは必要不可欠であり､ルー

ルに従って人々が生きている社会のあり方そのものが公共的であるということです。 しか

し、 ここで考えなければいけないのが、 この公共性です。 日本は明治以来戦前まで、 この

公共性を天皇力ざ独占してきたため、 日本人は公共性を国（官）が独占することに慣らされ
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てきてしまったように思えます。しかし、官や国が公共性を独占することには大きな問題

があります。それは普通の人々、つまり納税者によって支えられているということを忘れ

てしまう危険性があるからです。社会を構成する一人一人である市民が、市民として民主

主義のプロセスとルールをわきまえながら国を監督し、 自分の自由と幸せが人々に支えら

れ、 また自分も逆に支えられているという自覚をもつこと、つまり公共感覚の本質を理解

することが大切であり、ここから国家を含むそのほかの制度が始まっていくのだと思いま

す。

倫理教育は、知識や徳目ではなく、相手の幸せは自分の幸せであるといった倫理の根源

を理解し、人々が生きることの相互関係を体得することが非常に重要であると思います。

この講演要旨は、去る2002年5月24日に都立九段高等学校で行なわれた標題の講演をま

とまたものです。講演をそのまま収録するように努めましたが、録音機器の不具合により、

講演時に講師より配布された資料と後日送付された資料をもとに再構成したものです。

（文責＝都立足立高校渡辺範道）

講師紹介

橋爪大三郎（はしづめだいさぶろう）

1949年神奈川県生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。執筆活動を経

て、現在、東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻教授。専門は社会

学。著書に『言語ケームと社会理論』 「現代思想はいま何を考えればよいのか』 『選択・

責任・連帯の教育改革完全版』 （以上、勁草書房)、 『はじめての構造主義j (講談社

現代新書)、 『性愛論』 （岩波書店)、 『民主主義は最高の政治制度である』 （現代書館)、

『橋爪大三郎の社会学講義j 『同2』 （夏目書房)、 『冒険としての社会科学』 （毎日新聞

社)、 『自分を活かす思想／社会を生きる思想』 （竹田青嗣と共著径書房)、 『自分を知

るための哲学入門」『世界がわかる宗教社会学入門』 （筑摩書房)、 『政治の教室j (PHP

新書)、 『寛容のレシピ』 （解説･NTT出版)、 「その先の日本国へj (勁草書房）など多

数がある。

ヂ
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第1回研究例会〔公開授業〕

ブッダの教え

－空と無我一

東京都立工芸高等学校 山口通

はじめに

瀬戸内寂聴著『釈迦』 (2002年11月発行）にはブッダの最後の言葉として、こう記されい

る。

「この世は美しい。人の命は甘美なものだ｡」

この世は苦に満ちている、 という人生観・世界観との対象ｶ欝見事だ。パラドックスと言

うより、 これは両者・両側面を包み込んでいる。

1 ．生いたちから「悟り」まで

ゴータマ・シッダルタという名の由来、釈迦族の話、カースト制度という奴隷制度社会

の話、 クシャトリアの生活、現代にいきるカースト制度などを話す。次に、ブッダの子ど

もの頃の話、結婚、出家、苦行、悟りの話。

2．ブッダの思想・世界観

｢人生は苦である」

四苦八苦の話。生・老・病・死、愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五蕊盛苦の話。

3 ． 苦は肝こからくるのか

平家物語の諸行無常、煩悩、平安･寂静、ニルヴァーナ（浬藥)。空とは何か。あらゆる

事物・現象は相依相関（そうえそうかん）のなかにあり、何ひとつとして、それ自身で独

立して存在し得るものはない。万物一体、機法一体であり、 うつるい、変化してやまない

ものである。

生物のなかのヒトは、植物性タンパク質や動物性タンパク質を自然の中からいただいて

生活し得る。また、空気の存在なくして音の世界・音楽の世界はない。

無我とはなにか。永遠不滅の実体、すなわち我は認められない。変化しないものはない、

ということである。
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4．般若心経と『法の哲学』序文

般若とはなにか。高度な知恵、空を知る知恵が般若である。 276文字からなる般若心経。

｢色即是空、空即是色」の話。

ヘーケルは著書｢法の哲学』序文で、 「現実的なものは理性的であり、理性的なものは現

実的である」と述べている。この理性とは、本質・本質的な存在である。

一方、 「色即是空、空即是色」における空とは法（ダルマ） ・理法・理性・法則と言えよ

う。

つまり、ヘーケルの理性・本質と般若心経における空は理性・本質という共通性をもっ

ているのではないだろうか。

空と無我の世界観には、 「宇宙」 「自然と社会」 「私｣との密接な連関がベースにある。そ

れだけでなく、 うつるい・変化・運動という、二つの大きな世界観ｶ罫どっかりと座ってい

る。無我における変化・運動のとらえかたも、空と通じる。

この空と無我の世界観は連関と運動・変化・発展の一般法則と重複するものがある。原

始仏教における空と無我においては、運動・発展の認識は色濃く浮かびあがっているとは

言えない。 しかし、極めて弁証法的である、 と言えよう。

ギリシアの哲人、アナクサゴラスの「ヌース｣、ブッダの「空と無我｣、ヘーケル、エン

ケルス、マルクスの「弁証法」には、物質自身の持つ内的目的性・本質・理性・ダルマ・

法則が世界観の底流にある。

第1回研究例会〔研究発表〕

新しい視点からボランテイア教育を考える

－ボランティア活動の問題点を教育現場から考える－

㈱泉放送制作・青山学院大学大学院 浅野麻由

東京都立目黒高等学校 坂口克彦

＊発表内容については、 『都倫研紀要第40集』p.42及び本誌p.52をご参照下さい。
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第1回研究例会〔講演〕

哲学ってなんだ

一自分と社会を知る－

明治学院大学教授 竹田青嗣

1 ．はじめに

今日お話したいのは、近代哲学とはいったい何か、それはどういうことをなしとげたの

か、 ということです。私が高校の頃（もう40年近く前ですから、倫理の教科書にどんなこ

と力ぎ載っていたかあまり覚えていないのですが）記憶にあるのは、倫理の教科書には哲学

者の名前がまずあって、その哲学者の言葉が書いてありました。これをつなげて覚えると
いうのが倫理の勉強の定番でした。 ところが、近代哲学がどういうことを果たしたのかと
いうことはほとんど何も書かれていなかった、そういう気がします。

最近とみに思うのは、近代哲学が何をしたのかということ力ざほとんど知られていないの

ではないか、 ということです。それは日本だけではなくて、世界的な傾向ではないかと感

じます。近代哲学は今、ほとんど否定的な対象となっています。われわれの若いころはマ

ルクス主義が哲学というとその代表であり、近代哲学というものは市民社会のイデオロ
ギーだと言われていました｡市民社会というのは資本主義を生み出した大本なので､ひじよ
うに否定的に見られていたわけです。それで私もそういうものかと考えていました。 しか

し、そういう近代哲学の理解は大きな誤りだったのです。

私は30歳ぐらいから哲学を本格的に読み始め、 7， 8年前頃からヘーケルの『精神現象

学』をもう一度詳しく読み直しました。ヘーケルという哲学者は、近代哲学の総仕上げを

した人であり、近代哲学の完成者と言われています。近代哲学というのは市民社会の考え

方の土台ですから、それまで市民社会というものに対して私も否定的な考え方を持ってい

ました。 しかし、ヘーケルを読んでみて強く思ったことは、 自分のそれまでのイメージは

相当歪んでいたな、 ということでした。同時に、近代哲学が全体として何をなしとげたか

ということも、そうとうはっきりと分かってきました。近代哲学は、一言で言うと、近代

における社会と人間の概念、考え方を、完全に新しいものとして作り直したのです。そこ

で、近代哲学がどういう仕事をしたのか、 どういう社会と人間の新しい考え方を提出した

のか、 ということをかいつまんでお話ししたいと思います。

2 ．近代哲学が果たしたこと

近代哲学は、基本的に近代の社会の考え方と人間の考え方をすべてつくり直しました。
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それまで長く人類が持っていた伝統的な社会と人間の考え方を全部更地にして、 まったく

新しく作り直したのです。

それまでの考え方は、たとえばヨーロッパにおいてはある意味でシンプルなものでした。

すなわち､世界も人間も神の被造物だと考えられてきました｡社会という概念はまだなかっ

たのです。近代以前の社会（＝共同体）では、神が世界を造り、王に権威と権力を与え、

王だけがルール（＝法）の最終的な権限者と考えられていました。ヨーロッパではキリス

ト教でしたが、この基本的体制は、中国でもインドでもペルシャでもエジプトでもほぼ同

じです。宗教的な絶対的権威が（中国は儒教ですが）王に権威を与え、王は統治支配して

しかるべき人間とされました。 したがって伝統的社会（共同体）では、正しいこととは、

王の（あるいは宗教的）ルールを身分に応じてしっかり守るということでした。そしてそ

れ以外に正しさの概念を根拠づけるものはありませんでした。縦型の超越的な権威があり、

その権威が王の権威を正当化し、その王が優れた王ならば国はうまく治まるというの力ざ実

情であり、それ以外に統治の原理も正しさの原理もなかったのです。

(1) 「認識問題」について

さて、近代哲学はどういう仕事をしたのか。近代哲学の根本問題は、哲学的には認識問

題と言われます。これは主観一客観問題とも言います。人間の主観と世界それ自体が一致

するかどうか。われわれは世界を認識しているけれども、われわれの世界認識は本当に正

しい認識なのかどうかを原理的に問うものでした。私が若いころよく言われていたのは、

この近代哲学の主観一客観問題というのは虚妄の問題である、 ということでした。私に見

えているリンゴが、今ここにあるリンゴと一致しているかどうか、そんなことを間うて何

の得になるのかと。そういう問題は思弁の問題であって、実践がそれを解決すると。実践

というのはすなわち、それを食べればいいということです。私の見ているリンゴが本当に

そのリンゴそのものかどうかは食べてみればわかると、そういう言い方で主観一客観問題

は古い問題だとされていました｡そのときはなるほどと思いました力ざ､あとから哲学をしっ

かり学んでみると、むしろ実践で片づくと思っている方が甘いということがわかりました。

なぜなら、 ヨーロッパ哲学が主観一客観問題を中心問題としていた背景には、深い動機が

あったからです。

ヨーロッパ哲学が出てくる前提条件として宗教戦争がありました。 16世紀のはじめぐら

いに、カトリックとプロテスタントの対立力ざ起こり、百数十年ぐらいヨーロッパ中が血で

血で洗う戦争となりました。プロテスタントの僧侶はプロテスタント力罫正しいと言い、カ

トリックの僧侶はカトリックが正しいと言い、おびただしい論文が書かれました。そして

論文でも決着がつかず、剣によって戦うということが起こりました。 しかし戦乱は広がる

ばかりで埒があかない。そのうち知識人の中に、フ・ロテスタントの信仰が正しいのかカト

リックの信仰が正しいのかという二者択一は、 どちらも違うのではないかという考えが少

しずつ出てきました。この宗教的争いへの倦厭が啓蒙思想という形になってあらわれ、百
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科全書派を経由して、哲学の考えと並行して新しい社会思想として出てくるという経緯を

たどったのです。

宗教改革・宗教戦争で重要なのは、それまでまったく自明で正しいとされていた世界像

に対し、 まったく違う神の考え方や信仰のあり方力欝対立的に出てきて、 どれほどみんなで

議論しても決着がつかないという経験をヨーロッパ人力ざ初めて経験したことです。 もう少

したつと、近代の自然科学の考えが出てきます。これでもっと厄介なことになります。つ

まり、う°ロテスタントとカトリックのどちらが正しいのか議論していたのが、そもそもキ

リスト教的世界像自体が間違いだったという、 より強力な考えが登場し、功利主義や無神

論的な考えがどんどん出てくるようになったのです。さらに17世紀以降、世界の交通が広

がったため、 ヨーロッパが文化の中心なのではなく、 ヨーロッパに匹敵するような文化が

あるということ力訂わかってきます。違う文化ではまったく違う世界像を持っているという

こともだんだん明らかになってくる。いったいこれはどう考えればいいのか。世の中には

多様な世界観、世界像が存在する。それらが対立するとその対立は超えがたいものになり、

しばしば血で血を洗うような戦いの原因となる。まさしくこの過酷な経験が、主観一客観

問題を生み出したのです。

(2) 「社会」概念とそのシステムの設計

さて、その後近代哲学は「社会とは何か」という問題をもう一度建て直そうとします。

それまでヨーロッパではキリスト教的な世界像、つまり神学＝スコラ哲学が世界について

の学問の中心でした。 ところが、知識人はだんだん「それは怪しい」と考えるようになり

ました。自然科学の考え方がそれを大きく後押します。デカルトもスピノザもカントも最

初はみな数学や科学から出発したのです。彼らはスコラ学院で数学とか科学とかを学ぶう

ちに「これはおかしい」と考えるようになりました。自然科学はひじょうに普遍的な教え

方をします。誰が考えても確かにこうなるという理路を数学や自然について取り出すとい

うのがその基本原理です。 ところが神学だけは完全に「物語」になっていたのです。本当

にそうであるかどうかを理性で考えようとしても、結局は「昔々、実はこうなっていた」

という話でしかないことがわかってくる。そのため哲学者たちは全然違うアブ°ローチをす

べきだと考えます。デカルトもスピノザもカントも、世界認識はもっと普遍的な形でなさ

れるはずだという考えで進みました。それが哲学という形で結実していったのです。

はじめはどういう形をとったかというと、 まず神学的世界像をいったん全部疑うという

方法をとり、そして、われわれが従来待っていた世界信念の根拠をもう一度問い直すとこ

ろから出発したのです。われわれの自明の世界信念を疑うには、世界像が形成される場所

である「観念」を検証し吟味しなくてはならない。まず「観念」のあり方を考える。それ

が観念論と言われる方法の本質です。観念論は、一般的には、観念が実在世界の原因であ

るとか、観念が世界に先行するといった考え方だというような理解がありますが、それは

観念論一唯物論という対立図式の中で通俗化された歪んだ観念論の像で、観念論の本義は、

-21-



自明の世界像を疑うための方法です。客観世界や世界の実在を前提してしまうと、世界像

を吟味することはできなくなるわけです。

ともあれ、それまでスコラ哲学の考え方でいうと、人間や世界は神の被造物であった。

だから人間の存在の意味は、 （教義によっても異なります力ざ)神の国を実現するためのもの

とされていました。世界の目的は神力箭司っており、人間は神の世界実現のために存在して

いる、 という考えがあたりまえのものでした。こうした世界観に対しては、いろいろな哲

学者が出て、 さまざまな言い方で批判を行いましたが、最も決定的な批判者はカントです。

彼はそのことで近代哲学のはじめのチャンピオンになりました。

(3) 「自由」と「尊厳」

カントは、 「人間はそれ自身が目的であるような存在である」と言いました。神が外側か

ら人間の「存在の意味」 （目的）を決めているのではない、 ということです。 「人間をその

人、その存在自体を目的であるような存在としてとらえよ」とカントは説きます。そして、

それは一つの重要な概念で表現されます。それは「人間の本質は自由である」ということ

です。そしてカントはそのことを論理的に証明しようとしました。その証明の仕方力罫今の

時点から見てうまくいってるかどうかについては問題力ざあります力ざ、 とりあえず「人間は

自由な存在である」ということを彼は証明しました。ただし、カントの自由の概念の内実

は独特のものです。それは単に好き勝手なことを何でもできるというようなことではあり

ません。

カントで重要な考えは、何が善いことか何が正しいことかは必ずわかる、 という考えで

す。つまり、善の本質は論理的に演鐸できるものだということです。ここがある意味で彼

の独創的な部分です。彼は、論理的にとことん考えれば何が善であるかはわかるという、

今から考えればなかなか驚嘆すべき考えを提出したのです。カントの自由の概念は、 この

考えと結びついています。人間は自分自身の個別的な「～したい」 「こうありたい」という

感情や欲望を持っているが、理性で考えれば何が善いことか、何が正しいことかは必ずわ

かる。だから自然な欲望を抑えて「正しくあろう」とすることができる－これが人間の自

由意志の本質である。感情性を持っているにもかかわらず正しいことに向かって意志する

－それが人間の自由の本質である、 とカントは主張します。 自由とは、理性によって判断

できる正しいことを、欲望や感情に抗して行うことなのです。そして、そのような行為の

ことをカントは「道徳的行為」と呼ぶわけです。

カントが近代哲学で果たしたインパクトはひじように大きなものカゴありました。それを

一言で言うと、善の概念を完全に人間化、近代化したということです。善の本質あるいは

根拠は、それまでは超越的な場所、つまり神の場所にしかなく、聖なるものからしか善の

根拠はその出所がなかったのです。善は神が司っていて、神の命令や神の目的に従って人

間には生きる指針が与えられ、その指針に沿って行為し生きることが善であると考えられ

ていたからです。 ところが、カントの考え方は、そうした超越した聖なるものをすべて取
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り払ったのです。

カントによると、 とことん理屈で考えれば何が善であるか必ずわかるということになり

ます。その答えは、実践理性の根本命題という形で定式化されています。それは「君の意

志の格率力ざ、常に同時に普遍的立法に妥当するように行為せよ」というものです。この命

題の意味は、人間は自分の格律、すなわち自分なりの行為の規準（マキシム）を持ってい

る力ざ、その規準を普遍的立法と一致するように行為せよ、そうすればその行為は常に正し

いということです。普遍的立法とは、 どんな人がいつどんな場面でその行為の規準を用い

たとしても、その行為が人類全体に調和と平和を与え、人間の幸福を増進するような行為

をさします。立法とは法律を立てることではなく、 自分の中に行為の規準を立てるという

ことです。例えば、たとえば困っている人がいたら必ず助ける、 という自己ルールを立て

ることです。このような自己ルールが普遍的なルールに合致するようにせよ、 というので

す。だから、 この根本命題に反するような自己ルールのあり方は善とは言えない。たとえ

ば、プロテスタントやカトリックが、 自分たちの信念に基づいて互いに殺し合うことは善

とは言えない。それは戦いを拡大するような善悪の規準で、世界の平和と調和に反するか

らです。

善とは何か、正しいとは何かという概念を、超越的な宗教的な威力を取り払って人間の

関係の中だけに置いたという意味で、カントの功績はたいへん大きかったと言えます。 も

ちろん似たことを考えた人はいましたが、多くの人力ぎ納得するような形でこうした考えを

打ち出したのはカントが初めてでした。 「善いとは何か｣は人間関係をしっかり考えれば必

ずわかる。そして善いというものの内実がはっきりすれば、人間はそれを意志することが

できる。この考えによってカントは、歴史上初めて人間にとっての「善」 「善い」の概念の

本質を人間化したと言えます。

(4) 「社会契約」と「一般意志」

これまで、 自由な個人という考え方がどのような経緯で出てきたかについてお話しして

きましたが、次に近代社会の考え方についてお話ししたいと思います。先ほどお話しした

とおり、近代以前の社会では、超越的な権威があって、王がルールをつくっていました。

このルールの系統力欝定まらないと必ず内紛や戦争が起こり、人民にとっては安心して生活

できない状態となりました。近代以前は正統な王が王位につき、その王が善王であればそ

れに越したことはないという考えでした。 ところ力訂、 この考えは取り払われてしまいます。

つまり、神というものはあるのかどうかわからない、 また、いろいろな神を持つ人がいる

ので、統一的な神は定めがたい、 ということもわかってしまったのです。そのため、神や

宗教的な権威というものをすべてはずして社会というもののシステムを考えられるか、そ

してみんなが平和に暮らせる考え方を取り出せるか、が大きな課題となったのです。この

点についての一番の立役者はルソーです（ルソーは哲学者ではなく社会思想家です)。

ルソーには、 「社会契約」と「一般意志」という2つの根本的な概念力雰あります。社会契
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約とは、一般的には、個人としての人間が契約によって社会をつくったという概念です力曾、
その基本もまた個々の人間を生まれつき「自由な存在」と見なすということです。彼の『学
問芸術論』、 『人間不平等起源論』などを読むと、 「人間はもともと自由に生まれついていた」
という一種のロマン主義的な考え方力ざ強く出ています。 しかし、 『社会契約論』ではだいぶ
バランスが取れてきて、ニュアンスで言えば、 「人間を自由な存在だと見なし合う」という
感じになっています。

ともあれ、社会契約の基本は、近代社会においては個々人はみな自由であって、 自由な
個人が寄り集まって社会をつくりあげる、 という考え方です。ルソーの『社会契約論」を
読むと、かなり深い原理が考えられています｡彼は単純に､近代社会は自由な個人力ざ集まっ
て契約によってできた社会であるとは言っていません。むしろこんな感じです。「これまで

王様がいて統治していた。それは社会の成員の全員が、王様が一番偉いと考えてきたとい

うことである。だが根本的言えば、それは『暗黙の約束割であり、王様が偉いというこ
とに絶対的な根拠はない｡王様が偉いとみんなが見なしているだけである｡社会は神が創っ

た絶対的なものではなく、多くの人間の思いでできている「構造体」にすぎない。そのこ

とをみんなが理解し始めた社会が近代社会である｡｣ルソーの理解は、そういう理解になっ

ています。だから社会契約とは、そのような自覚によって社会のルールの権限をそれを構

成している人間一般に取り戻そうとすることです。

社会契約の第1の意味は、「近代社会は、自由な個人としての人間同士が合意のもとでそ

の社会のあり方を決定する｡」ということです。 しかし第2の意味は、 「実はこれまでのど

んな社会も、その政治権威の根本は人々の暗黙の合意（コンベンション）によって支えら

れていたにすぎない。どんな社会も、意識的･無意識的な「約束」 （＝契約）によって成立

している。それが社会というものの本質である｡」ということなのです。ルソーには、 「ど

んな社会も根本的にはみな社会契約によって成立している」というニュアンスが強くあり

ます。王様が偉いというのは、みんなが暗黙のうちに王様力欝偉いと思い込んでいたからで

あって、そうした暗黙の合意があったからだということです。 もし個々人が各人の自由を

自覚して、王様は特別偉いわけではなく人間として同じであると気づいたならば、各人が

対等な個人として社会契約をして政府を打ち立てることができるわけです。

『社会契約論』までのルソーは、近代文化や近代社会というのはむしろ人間を無駄にする

のはないか、 という論調が強かったのです力罫、 『社会契約論』ではそうした論調は消えま

す。彼は冒頭で、 「人間は自由なものとして生まれているのに、いたるところで鉄鎖につな

がれている。支配がある。なぜこのようなことになったのか私は知らないが、何がこれを

正当化するのかということについては私は原理をもっている｡」と言います。ルソーは次の

ように言います｡｢人間は一人一人個別に暮らすことができていたらそれで暮らしていたろ

うが、ある時点で国家社会というものを持たざるを得なくなった。そのときに初めて国家

つまり統治形態が出てくるわけだが､近代社会において、そのような国家の統治支配を｢正

当化』できる根拠というものをはっきりと言えるだろうか。自分は言えると思う。」と。そ
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れは、個々人が自由な存在であると認めるということです。そして、各人が自然状態とし
て持っている権利をいったんすべて社会全体に担保し、それを統治支配する人に委ねる。
統治支配する人は皆の合意によっていわば雇っている人である。そのような場合にだけ、
近代国家はその統治支配を「正当なもの」と言える、これが社会契約説の中心部分です。
統治支配（＝政治） とはまず大きなルールを敷くことです。全員が正当な手段によって
選んだ主権者がルールを敷くのですが、ルールを敷くだけでは社会は成立しません。ルー
ルを破った者に実力によってペナルティを課すというシステムが確保されなければルール
には意味がありません。交通ルールを決めても、罰則も何もなければほとんどの人はルー
ルを守らないからです。だから統治支配は、ルール設定（＝立法） とルールを守らせる実
行権力（＝行政．司法） という2つの要素によって成り立ちます。ここで重要なのは、近
代社会の政治統治が正当化されるか否かは、そのルール設定力罫人民の一般意志を表現して
いるかどうかにかかっている、 ということです。近代社会のルールは、人民の一般意志を
表現しなくてはならない。これが政府が正当化される唯一の原理です。つまり、政府の敷
くルール（あるいは施策）は、社会の成員全体が納得するような社会全体の利益のあり方
を表現していなければならない、 ということです。裏側から言えば、そこで敷かれるルー
ルが特殊利害を代表しているようなものはだめだ、 ということです。ルールというものは、
国家は近代国家でも古い国家であっても、 しばしば特殊利害を一般利害であるかのように
偽って出されることが多いわけですが、原理的にはそれは許されない。万人にとってこの
ルールは有意義である、 という形で政府がルールを敷き政治を行う。これが一般意志を代
表しているということです。一般意志を代表している限り、その政治権力は正当性を持ち
ます。一般意志を代表せず、特殊利害によってこれを糊塗しているような場合は政治権力
は正当性を持ちません。これが近代国家の根本の考えであり、近代国家以前にはどこにも

なかった考えです。近代以降は、原理的にこれが近代国家（＝市民社会国家）のう°ロトタ
イプとなっているのです。

(5) 「自由の相互承認」

先ほど述べたとおり、近代哲学は各人が自由であることを認め、 自由な個人であるとい

う前提から出発しています。そうした前提はそれまでまったくありませんでした。それま

では、人間には身分の差があって、秩序のヒエラルキーカざあって、その考え方が壊れると

社会が混乱してしまいました。そうした社会においては、個々人が自由であるなどという

考え方は危険きわまりない考え方でした。 しかし少しずつそうした考え方力ざ出てきました。

個々人は自由だから人間は政治権限において対等であるという考えに対し、保守主義者は

王権神授説を出してきました。それに対抗して天賦人権説力薮出てきます。カントもそうし

た考えに近いと言えます。

これに対してヘーケルは、人間は生まれつき自由な存在であると考えるべきではない、

と言います。人間はこれまで歴史上一度も自由な存在であったことはない。 しかし、人間
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の精神は「自由たろうとする本性」を持っている。人間はもともと自由な存在だというの
ではないが、人間の精神は「自由たろうとする」本性を持っている、 というような言い方
をしました。少しわかりにくいですが、この考え方の方がはるかに人間の歴史をうまく説
明していることがわかります。

なぜ人間だけ力権力構造の社会を持っているのか。それは人間が自由たろうとする本性
を持っているからだ、 と彼は言います。これには「主と奴隷の弁証法」という有名な話が
あります。人間は昔、それぞれが自立して孤立的に生きていて、誰か他人と向き合うと、
｢俺の方が自由だ。おまえには隷属しないぞ｣と言って互いに戦い合います。そして、勝っ
た方が主人になり負けた方が奴隷になります。個々人ではそんなことがあったかどうかは
微妙ですが、共同体を単位とすると、これは歴史上普遍的に見出される事態です。つまり
人間社会は自由の確保のせめぎ合いの結果、必ず主人と奴隷というヒエラルキーができる。
これが人間社会が普遍的に権力社会になる根拠なのです。奴隷というのは奴隷労働をする
人間のことですが、奴隷労働とは「働かなければ殺すぞ」という死の威嚇によって可能と
なります。人間は死ぬのは怖いので､いやいやでも他人のための労働をします。権力が集
中するためには当然富が集中しなければなりませんが、富の一人の人間への集中は、他人
のための労働がなければ不可能です。これは奴隷労働によって初めて可能になるのです。
したがって、人間社会が歴史的に普遍的に支配的制度をもった階層社会を造りあげてき
た理由は、ヘーケル的に言うと、人間が自由を求める本性を持つからです。個々人が自分
の自由というものをあくまで主張してせめぎあうからです。たしかに、歴史上、 ヨーロッ
パでも中国でも共同体は必ずせめぎ合って、勝った方は支配する種族になり負けた方は奴
隷的種族になっています。だんだんヒエラルキーが大きくなり、隣りの国とせめぎ合いま
す。古代国家はますます権力を集中し、攻め滅ぼされないためにつねに富国強兵政策をと
る。常に主人でなければ自分の自由を確保できない。そのため古代国家の多くは大帝国に
なっています。自由を確保するための実力のケームによって、中国には秦ができ、 インド、
ペルシャ、エジプトでも大帝国ができました。古代ではこうした専制大帝国が基本形なの
です。そしてその根本にあるのは、一人一人の人間が自由たろうとし、隷属したくないと
いう意識、 もう一つは死の不安による奴隷労働なのです。

ところが､ヘーケル思想のおもしろいところはそのあとです。「人間は自由たろうとする
精神的な本性を持ち、 このことがヒエラルキー的な権力構造や支配構造を必然化してきた
のだが、 しかし、人間が自由への本性を持つことはまた、人間社会がそのような支配社会
であることを乗り越える原理でもある｡」と言うのです。彼はそれを歴史的に説明していく
わけですが、近代になって初めてその条件が現れたと言います。近代以前はたとえば5％

程度の支配者がひたすら消費し、残りはひたすら生産していた。 ところが近代になって生

産力が上がり、かなり多くの人が消費できるような水準に達したときに初めて、個々人が

自分の自由について自覚し始めます。そこでさまざまな過酷な経験の果てに、人間はつい

に重琴な答えを発見します6すなわちそれは､ 「人間はみな自由を求めているが､まさしく
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それが人間社会の支配構造を作り出してきた。しかしいまや決定的な解決策力籔ある。そし
てそれは唯一の解決、唯一の原理である。つまり、それは互いが自由な個人として、相手
の自由を承認し合うことである｡」これがヘーケルのプランです。 （ヘーケルでは「人格の
相互承認」という言い方になっていますが、わたしはこれを「自由の相互承認」と呼びま
す)。各人力ざ各人を自由な存在として承認しあうこと、そして各人力ざ対等の権限でルールを
作り、そのルールに対等な形で従うこと、このことによってのみ、各人力ざ自分の自由を確
保できる社会が成立する。これが近代社会の根本本質であるわけです。
啓蒙主義やルソーやカントによって市民社会の考え方の基本形はできていましたが、
ヘーケルはそれを理論的に体系化し原理化しました。ヘーケルによれば、個々人が自由に
自分の幸せを追求することができ、それをお互いに認め合い、 自己決定力罫可能になるとい
うことが近代社会における基本原理なのです。近代以前の共同体は、一つの世界像を共通
に持っていました力欝、近代社会とは、世界像、宗教、信条、人種、民族など、その人の属
性がどれほど違っていても共存できる社会です。それまでは、宗教、民族などが違ってい
ると共存することはできませんでした。 しかし近代社会は、 どんな世界像、 どんな言語、
どんな出自であってもそれによって差別されず、ただ市民として対等であるということを
お互いに認め合うという原則において成り立っているのです。

(6) 「ルール原則」について
近代社会はルール原則の上に成り立っています。ルール（＝法）は各人が自由な個人と
して対等な権限で作ったものです。つまり特定の権威ではなく、皆でルールを作っている
わけです。そこにはそれまでとは違った3つの原則力ざあります。
第1は、 「ルールの下の平等｣です。どんな人間であれ、特権を持つグループはなく、誰
もがルールの下に平等です。特権や差別は市民社会のルールとは相容れません。
第2は、 「ルール決定権限の対等｣です。そもそもルールは特別な権威によって決まって
いるのではないので、ルールに絶対的な根拠はありません。 したがって、ルールは、多く
の人が不満を持つ場合これを変更することができます｡大多数の人が合意すれば､その社
会の基本的なルールを変更することができるのです。そしてここにも特権はなく、その権
限は一人～票で対等なのです。
第3は、 「成員資格の平等｣です。市民社会の原則は、その社会のルールを守る限り、 ど
んな人間でもその社会の正当な成員として認められるというものです。これも重要で、た
とえば、 日本や韓国では、国家の正当な成員は日本人や韓国人だという国民国家の感覚力罫
強くありますが、 これも市民社会的な国家の原則からは少しはずれています。人種や民族
や宗教に関係なく、その国のルールを守るというかぎりにおいて社会の正当な成員たり得
るというのが原則なのです。
もう一つ重要なことは、各人が自由な存在であるためには条件が必要だということです。
万人は自由であるというルールを作れば法律上は自由になりますが、それだけでは各人の
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自由は実現しません。それまでは封建社会なので、生産関係は縦割りになっています。農
民が作ったものは領主に渡し、領主は貴族に渡し、貴族は王に渡していました。私的所有
権は確保されていたものの、経済構造が縦割りになっていたため自由とは言えませんでし
た。当時は、作ったものは誰か特定の人に買ってもらわなければならなかったからです。
特定の人に買ってもらう限りはその人に依存せざるを得ません。すなわち各人が自由であ
るためには、社会が普遍交換の社会になっているということが必要なのです。これは理論
としてはアダム・スミスカぎ表現したことですが、 自分が作ったものを市場に持っていくと、
不特定多数の人がそれを買う。不特定多数の人が買うことによって、生産者は誰にも依存
せず生きていくことができる。このことで、初めて「生の自己決定」ということ力欝可能に
なるわけです。ギルドや生産組合や農業共同体が強い間は、仮に法的に自由になっても、

実際には「生の自己決定」を行うことはできませんでした。普遍交換と普遍分業が成立す
ることで生産,性が加速し、一人一人の人間力ざ自分の生を享受でき職業や信条を自由に選べ

るようになったのです。

大きく言って、政治的な自由の解放と経済的な自由競争の解放ということ、この2つの

条件力ざ近代社会をつくりあげました。そのことが人類史上初めて、万人の生き方の自由を
解放するという方向をつくり出したのです。 しかしもちろんそれは新しい矛盾も生み出し

ました。それはまず貧富の差を拡大する資本主義をつくり出しました。そしてナショナリ

ステイックな国民国家もつくり出しました｡､国民国家は帝国主義戦争を起こし、植民地主

義を拡大し、ついには未曾有の世界戦争にまで行きつきました。まさしくそのために、ヨー

ロッパ近代社会に対するさまざまな疑念や、それを作り出した近代哲学に対する否定的な

考え方が多く登場したのです。

近代社会の批判の第一人者は何といってもマルクスです。マルクスが考えた原理は、資

本主義の矛盾を克服するために自由競争・自由経済を否定すべきだということです。 しか

し、実はこれにも大きな問題がありました。私的所有と自由経済を廃止すると、平等原理

が進むように見えますが、 まず何より各人の自由ということ、生き方の自己決定というこ

とが成立しなくなるのです。所有権を禁止するには、強力な権力を立てて各人の自由を禁

止あるいは制限しなければなりません。それが必ず、政治権力を昔の教義権力的な形態に

差し戻すのです。そこで結局平等の実現ということも危うくなります。社会原理として、

各人が自由であるという原理は共産主義の考えとは両立しません。

ともあれ、近代哲学が何をしたかをもう一度確認しますと、近代社会の基本のシステム、

市民社会原理を創り出したということです。この考え方の核心的な概念は、 まず万人が自

由な存在であることを認め合うということです（＝「自由の相互承認｣)。現実的には、一

人一人の人間はみな違います。能力の差やその他さまざまな差力ざあります。にもかかわら

ず、互いに対等な個人として見なし合うということ、それが社会契約的な政治の基礎であ

り、近代国家における政治権力の正当性の最終的な根拠でもあるのです。

人権ということも同じで櫛神が人間はみな平等に造ったというのではなく、われわれ自
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身が、互いに相手を自由と見なし合うことに人権は根拠づけられています。ほかにはどん
な根拠もないのです。これは言い換えれば、 どんな人間も、 自分の自由について、他者の

自由を守る意志と能力と責任を身につけることで初めてその資格を得る、 ということです。
個々人の人権やその他の近代的な諸権利は、 どこか外側からやってくるものでは決してな

く、ただ、われわれの相互的な承認の意志だけに根拠づけられているのでする。そして、

近代社会の根本原理がそこにあります。またこのこと力欝、近代社会の自由の多様性を保証

しているのです。

3 ．人間関係の原理

(1) 実存哲学の登場

ここまで近代哲学の社会思想について話してきましたので、最後に人間の思想について

話をします。キルケゴールが「絶望というものが人間の本質である」と言って近代の実存
哲学の先駆となりました。人間はさまざまな可能性の中で生きているけれど、年老いてく
ると死しか自分には残っていないことに気づいて絶望します。人間の生の意味はヘーケル
のようにもっぱら社会的な存在と結びつけて考えることもできるけれど、むしろ一般の人

間の生はこうした絶望に取り巻かれている。キルケゴールは、哲学はこれまでこうしたこ

とを問題にしてこなかったとして、近代哲学、特にヘーケル哲学に鋭い批判を向けます。

この実存の考えはニーチェやハイデッガーに受け継がれて深化、展開されていきます。
重要な点は、なぜ実存哲学というものが出てきたかということです。それは近代社会と

いうものが基本的に各人の自由を解放してゆくプロセスだったためです。いろいろな矛盾
を抱えな力ざら、 しかし大きな流れとしては人間はますます自由になってゆく。それは大き

なプラスの面を持ちますが、一方でそのことは各人が自分の生の意味を自分で見つけ出さ

ねばならない、 ということを意味します。

ニーチェは19世紀の終わりに「ヨーロッパのニヒリズム」という言い方をしましたが、

これはまったく時宜にかなったことでした。彼は、 ヨーロッパではまず知識人から信仰が

崩れ、やがて多くの人々にとって一義的な生の意味が崩壊し、深いニヒリズムがにじみ出

すだろうと言いました。ヨーロッパ人は、それまで神とか人間の崇高とか道徳とか、そう

した偉大な理想を立ててきたけれども、そうしたものには超越的な根拠はまったくないと

いうことを自覚する。まさしくそのとき、深いニヒリズムがやっていくる。生の意味や価

値について、人間関係の外側にそれを保証してくれるどんな超越的な存在もないことが明

らかになったとき、ニヒリズムは必然的となる。それが「ヨーロッパのニヒリズム」とい

う概念です。ニーチェが19世紀の終わりに言ったことは、むしろ現在われわれにとってま

すます重要な意味を帯びてきていると言えます。今､先進国ではまさしくそれと気づかな

いニヒリズムが進行しているわけです。

これを考えると、近代というのはとてつもなく長い列車のようなものだと言わざるを得
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ません。一番先端では各人の自由が大いに解放され、人々はある意味で生を享受している。

しかしそこでは生の意味の不安ということ力ざ蔓延している。一方、一番尻尾においてはま

だまだ伝統的な宗教社会や古い共同社会のなかに人々は縛りつけられており、生の享受ど

ころか、基本的な人権もない状態に多くの人間力ざいる。先端の人間と最後列にいる人々で

は、その人間的課題がほとんど共有されない状態にあると言えます。

しかしそれでも近代化の歩みはゆっくり進んでいくと思われます。それは自由というこ

とが、人間にとってやはり本質的な意味を持っているからです。ヨーロッパ近代は自由の

解放と代償にさまざまな矛盾を生み出しましたが、 これから自由の解放が進んでいく国々

にとって、その進展ができるだけ矛盾の少ないものになるように、 さまざまな条件を整え

る必要があります。

(2)社会という「ルールゲーム」の一般型

近代社会が作り出したのは、基本的に自由な個人を基礎とした「ルール原則」の社会で

す。そのことが持つ基本的な意味と、将来的な展望に少しふれて話を締めくくりたいと思

います。

先進国では個人の自由というもの力ぎぃちおう配分されており、 自己決定して生きて行く

こと力ざできます。そのときに人間にとってルールというものはどういう意味を持っている

でしょうか。基本的に、子どもは家庭の中に生み落とされます。親と子の関係においては、

親が子どもに一方的にルールを与えます。ルールは多岐にわたっており、言葉そのものも

ルールといえます。その他善いこと悪いこと、禁止されること、推奨されることなどを教

えます。親に愛情があり、その愛情が感じられる場合、子どもはそのルールを内面化しま

す。ルールを子どもは親から与えられます。親はそのルールの基礎となるものを社会から

受け取ります。子どもはそのルールをまず守らなくてはなりません。それがしつけとか成

長とか言われるものです。さまざまな知識もルールの一種ですが、 これは子どもがこの社

会の中で自己の生き方を決定していくための根本的手段でもあるわけです。

ところが、子どもが親や社会から一方的にルールを受け取っているだけでは社会は変化

せず展開することもありません。子どもは反抗します。あるいは必ずいたずらをします。

いたずらとは、親に禁止されたことを子どもがちょっと破ってみることです。 しかも自分

だけでなく友だち同士でそれをやります。この時、ある意味で重要なことが起こっていま

す。つまり子どもは､親から与えられたルールを原則としては守りつつ、そのルールを破っ

たらどうなるかを試しているわけです。そして、 このことを通してルールの存在意味をだ

んだん理解していくのです。ルールをまったく破らない子どもは、いわば規範の中で自分

を生かしているだけです。友だちと一緒にルールを少し破ってみることで、子どもはルー

ルの存在理由を試し、その意味を理解します。ルールの必然性と、ルールは変更され得る

ということを理解するわけです。子ども力罫ルールを破ったりして試すということの中には、

新しい世代が、古い社会のルールに反抗しな力藪ら、ルールの必然性と変更の必要性を理解
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しつつ少しずつ社会を改変して行くことのひな型があるのです。また、子どもがいたずら

をするときは、大人のルールではなく自分たち独自の関係のルールを対置しています。こ

のとき初めて子どもは世界を二重の形で持ちます。このことも子どもがだんだんルールの

存在意味を理解していく上で重要な契機なのです。

ところで、友だち関係のルールは近代社会においては独自の本質を持っています。大学

生ぐらいになると、若者はさまざまなテーマを問題にするようになります。この映画はな

ぜおもしろいのか、 この小説はなぜいいのか、この音楽はどこ力ざよくないのか、など。そ

れは高校生くらいまでのおしゃべりとは違っています。それはいわば、感受性や美意識を

試し合うようなものになります。文化的なものを評価し合って、お互いのルールや美意識

を試し合います。そこには特権的な基準はありません。親や先生という絶対的基準もない、

フェアな関係です。そこで、美的な問題､生き方の問題、社会の問題といった何らかのテー

マについて話し合います。自分がどういうルールを持っているかを友だち同士で主張した

り、抗弁したり、正当化したり、擁護したり、互いに批判し合ったりします。これが近代

社会の友だち関係の特質です。近代社会でないところでは、文化もなく教育もなく、世界

の問題を主題化するということもありません。近代社会では文化力ざあり、 自由な生き方力ざ

あり、 自由な意見力ざあり、 さまざまな思想があります。それらを選び取りな力ざら自分の意

見としていくこと力:できる。その過程で、 自分の美意識、倫理を少しずつ育て上げていく。

それが社会力ざ少しずつ展開していく根拠となっているのです。

このことの中心的な意味は2つあります。 1つは近代では、人間は基本的には自分とい

うものを一個の人格として、個人として表現し合うということです。近代以前の社会では、

人間の本質はいわば固定的な役割関係として分を守っているかどうかということで決まり

ました。近代社会では、人間は自分を個人として表現し、そのことカヨ生きるということの、

あるいは人間関係ということの本質的な契機となるということです。われわれの生活はま

ずお金を稼ぐことで成り立っています。つまりマネーケームということが一つの柱です。

しかし、それを生きることの中心と感じている人はそれほどいないし、生活条件力ざ豊かに

なるほど、食べるために稼ぐことは自分の存在にとって本質的でないと感じる人力衝多くな

ります。そのことには理由があるのです。

近代社会の一つの本質は、それが普遍的な「自己表現のケーム」として成立し得るとい

う点にあります。 もし社会がうんと豊かになって多くの時間を労働に割かなくてもよいよ

うな条件が現われれば、人々は、マネーケームに少しを割き、 「自己表現のケーム｣により

多くを割くようになるでしょう。なぜなら、そのほう力ざはるかにエロスが大きいからです。

もちろんそういう社会はそんな簡単に実現しません。 しかし万人が自分の生の自由を自覚

し、 自分で生のあり方を決定できる条件ができ上がればでき上がるほど、社会は文化的な

「表現のケーム」の役割を大きくしていきます。マネーケームはまだまだ厳しい競争ケー

ムですが、 「自己表現のケーム」はゼロサムケームではなく、 さまざまな多様性力ざ確保さ

れ、敗者復活が可能なケームです。何よりそれは、各人が自分の固有の自由のあり方を自
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己納得のうちに追求できるようなケームである可能性を持っています。それが近代社会の
展望の一つの重要な契機なのです。 （文責広報部村野光則）

講師紹介

竹田青嗣（たけだせいじ）

1947年生まれ。在日韓国人二世。早稲田大学政治経済学部卒業。現在、明治学院大

学国際学部教授。哲学者。文芸評論家。

著書に『<在日＞という根拠』 『自分を知るための哲学入門」 「現代思想の冒険』 （い

ずれもちくま学芸文庫)、 「プラトン入門』 （ちくま新書)、 『はじめての哲学史』 （有斐

閣アルマ)、 『哲学の味わい方j (共著現代書館)、 『陽水の快楽』 （河出文庫)、 『現象

学入門』 (NHKブックス)、 「はじめての現象学』 （海鳥社)、 『言語的思考へ』 『正義・

戦争・国家論j (いずれも径書房)、 『哲学ってなんだ』 （岩波ジュニア新書）など多数

がある。
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第2回研究例会〔公開授業・講演1〕

｢時代を越える思想の探求」の途上にて

東京都立青山高等学校 鈴木宣雄

倫理の年間授業計画は、 1学期が古代の思想、 2学期が標題の統一テーマによる近・現

代の思想、 3学期が日本の思想である。

「時代を越える思想の探求｣は、思想は時代が生んだものであり、 しかもその時代を越え

るものである。そして、そこに思想の持つ力が宿っているという考えにもとづいて構想さ

れたテーマである。

第1章市民革命の思想はロックとルソーを取り上げる。 『統治二論』を読み、絶対王政

を支える「王権神授説」をロックがいかに越えようとしたか、その理論的苦闘を

追体験する。そして、その影響の一つとしてジエフアーソンの起草したアメリカ

独立宣言を検討し、ルソーへとつなげる。 『社会契約論』を読み、 「一般意志」の

概念の吟味検討に入る。

第2章ドイツ観念論では、経験論と合理論をカントがいかに批判的に総合したかにふ

れ、あわせて『実践理性批判」や『永久平和論』 も扱い、国際平和についても考

える。ヘーケルについては、発展の原理としての弁証法を「精神の現象学jや｢法

の哲学jを通して理解させる。

第3章産業革命後の思想では、オーエンとマルクスを取り上げ、市民社会が生んだ新
たな社会問題に、彼らがどのように取り組み、それを乗り越えようとしたかを見

る。

第4章第一次世界大戦の思想はフツサールの『現象学の理念』を、そして、 レーニン

の『帝国主義論』からは、戦争の根本原因について学び考えさせる。

第5章第二次世界大戦の思想はハイデツガーとアドルノの思想を扱う。(アドルノにつ

いては後述）

第6章戦後の思想はルカーチの思想とサルトルの思想を取り上げる。そして、かれら

がいかに時代を越えようとしたかを考察する。

さて、第5章の第2節、アドルノの思想の公開授業は、 7年前の生徒のレポートの要約

を紹介し、それに注をつける形で補足説明を行った。注1 ．ユダヤ人の大量虐殺､注2．不

満のはけ口としての反ユダヤ主義、注3．宗教的憎悪(キリストとユダヤ教)、注4．同一

化(Identifikation)、注5.芸術と哲学との両立、の以上である。

反ユダヤ主義については、ホルクハイマーとの共著｢啓蒙の弁証法』、そして、同一化に

ついては『否定弁証法』に依拠して授業を展開した。 しかし、 1時間だけでは同一化の哲

学的背景にある、カント、ヘーケル、ハイデツガーの哲学や、実証主義などの批判にふれ
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ることはできなかったので、次の授業で行った。

この間21世紀初頭の最大の危機、イラク戦争の動向にも授業の折にふれてきたが、今、

現に生きている時代を越える思想とは何か、 「世界が全体幸福になる」 （賢治）には何をな

すべきか、われわれは、そのような思想の探求の途上にいるのである。

－

〃
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第2回研究例会〔研究発表〕

生と死の語り方

一一生命倫理教育の組み換えのために－

東京学芸大学教育学部附属高等学校大泉校舎 大谷いづみ

2003年度から始まる新学習指導要領｢倫理」「現代社会｣では、課題追究学習として｢生

命」に関わる問題群が科学技術の発達の文脈を加えて取り上げられている。さらに、昨今
の、小中高を貫く 「デスーエデュケーシヨン」 「いのちの教育」の「ブーム」到来ともいえ
る状況を前に、 しかし、筆者自身は、生命倫理教育がバイオテクノロジーと先端医療の露

払いを、デスーェデュケーションが高齢社会と高額医療の後始末をするのではないか、 と

いう疑念を禁じることができない。

現代の社会で｢生命」 「生と死」を考えるとき、これをバイオテクノロジーと先端医療に
よる影響の政治的．経済的．社会的文脈を抜きに語ることはできない。 とりわけ、死生学

を背景に、 これまで宗教や習俗が果たしてきた「往生術arSmoriendi」の教育的機能を教

室の場に再構築しようとするデスーエデユケーシヨンは､現状に於いては､身近な人やペッ

トを失った悲しみの癒しや｢天命の受容」を情緒的に語りがちであると同時に、結果、 「尊

厳死」という暖昧な概念を現代の「よき死」として無意識に誘導する、構造的な限界を持っ
ていると考える。これに対し、生殖技術や脳死移植、再生医療、出生前診断、延命治療な
どの現状確認から出発する生命倫理教育は、 「是非を問う」問いの形式を、その特徴として
おり、 これは、現状の生命倫理教育が、アメリカ型生命倫理学*l)に依拠してきたことに
起因するであろう。そして、筆者の疑念は、 まさにそのアメリカ型生命倫理学の言説への

疑念そのものである。

たとえば、医療記事では（あるいは、 「生と死の問題群」を扱う授業でも？）、バイオテ

クノロジーと先端医療が現代の「生と死」に及ぼす影響（生殖技術と「親子」概念の複雑

化、脳死移植、延命治療と遷延性植物状態の患者の増加、出生前診断と選択的中絶など）

を提示して議論した後、 「生命をめぐる新しい倫理ｶぎ求められている」という末尾で締めら

れること、 しばしばである。その際、 「求められる新しい倫理｣とは、何を意味しているの

だろうか。あるいは、 さまざまな問題群の「是非」を、 とりわけデイベイトという形で二

項対立の図式で問い、その後はオープンエンドで答えは生徒に委ねるというが、その問い

の形式は、果たして本当に価値中立なのだろうか。

一例を挙げる。遺伝カウンセリングの第一線に立ち、かつ生命倫理学を研究する玉井真

理子は、 1998年の朝日新聞の連載記事「どうする、あなたなら？出生前診断」を詳細に追

いつつ、この記事は、事実誤認と認識不足という重大な欠陥を持ちながら、 「どうする、あ

なたなら？」と、是か非かの自己決定を読者に迫り、 さまざまな立場からさまざまな「苦
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渋に満ちた自己決定｣を紹介してバランスを保ちつつ、実際には、 「出生前診断と選択的中
絶の行儀作法を習う場」となっている、 と批判する＊2)。その批判は、そのまま、 「出生前パピリシティ

診断と選択的中絶の是非を問う」授業への批判である。 「問い」それ自体が持つ広告機能を
再考しなければならない。

「生と死の問題群」に関する言説のメタ・メッセージをジユデイス・バトラー(Butler、
Judith)の『ジェンダー・ トラブル(Gど"此rZ》℃"〃“碇"2i"""α"dr"eS"61'e"io〃"

me碗iか)」から借用(Butler l990=1999:7-8)するならば、以下のように表現すること力ざ
できよう。

「生と死の問題群｣にまつわる議論は、たいていの場合、 トラブルの感覚に行き着い
てしまう。 トラブルを起こした人（たとえば、不妊女性、重度先天障害胎児、遷延性
植物状態患者、痴呆老人など）がトラブルの状態に陥ってしまうから、生と死の問題
群の議論は、 トラブルの原因を解消する方向で議論が進もうとしている。すなわち、

生殖医療技術を駆使した不妊「治療｣、安楽死・尊厳死という 「死ぬ権利」の正当化
と、その背後に見え隠れする「死ぬ義務｣、出生前診断と先天障害胎児の選択的中絶、
そして「新しい優生学」という言説の登場である。

すなわち、 「生と死の問題群の是非を問う」こと、それ自体が、生と死の問題群の、 まさ
に問題となっているその人の存在を抹消する形、すなわち「質による生命の序列化と死へ

の廃棄」で問題を解決しようとするのである。こういった問いの立て方は、 「是非を問う」
形式を装いつつ、それ自体が、喧伝される｢正しい死に方｣、 「正しい誕生の仕方」 「正しい

life(=生活、人生、生命）のコントロールの仕方」に自らの意思で添い、序列化に組み入

れ、 自らを死への廃棄に導いてしまうのではないだろうか。

では、生と死の問題群の、いかなる叙述の仕方、問いの立て方が可能であろうか。筆者

がこれまで試行錯誤してきたその中核は、 「生と死の問題群」の言説のメタ・メッセージ解

読を、 自己自身のlife(=生活、生命、人生）と重ね合わせ、他者との関係性とともに問う

ことであった。すなわち、生と死の問題群から「自分を棚上げ」せず、 自分自身の問題と

して自らの実存と重ね合わせながら考えることによって、 「生命を、質による序列と死への

廃棄に導かないような問題の立て方」をする内省の試みである。

それは、ひとつには、 「是非を問う」問いの、含意と文脈を問うことであり、その問いを

取り巻く 「錨3総撫｣の構造を検証することである｡前例でいうならば､選択的中絶
と尊厳死言説を取り囲む「新優生学」が意味するもの（自己決定による「生命の質による

序列化と死への廃棄｣）を認識することであり、 自己決定（とその背後にある市場原理）の

権力作用を自覚することである。

いまひとつは、 「わたしとは何者か」を問うことである。 「胎児を殺して生き延びようと

する不気味なわたし」と向き合うことは「内なる優生思想」と向き合うことである。そこ

には、 「無力なもの｣への自らの眼差し、できないこと／できなくなることへの怖れと同時

に、 「カツ．わるい」自分、 「醜い自分」を許せない、思春期に揺らぐ若者たちにとりわけ
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強い、 しかし大人にも共有された狭量な痛みと哀しみを見いだせよう。が、同時に、 「殺さ
れる胎児」に「わたし」を見出すことができれば、そこに、 「無力なこと」 「弱くあること」ヴアルネラピリティ

｢未決定なこと」 「揺らぐこと」への応答／責任の関係、すなわち、被傷性＊3)に呼応す
る自他の対話的関係、応答／責任の関係の端緒を拓くことができるのではないだろうか。
筆者が現在、構想していることは、生命倫理と経済倫理との批判的接続、すなわち公共
性への問いである。生と死の問題群はけっして内省的な問いに終わるものではない。 しか
し、そのことは、生と死の問題群を、法や制度の問題に収敬させることを意味しない。自
己決定の背後に潜む常識の権力作用と医療経済の論理を考えれば、 インフォームド・コン
セントや自己決定権を「新しい人権」や「幸福追求権」としてのみ提案することの、その
限界はあきらかである。

生と死の問題群の根幹に存在するのは、永遠の問いとしての倫理学である。同時に、 「政
治・経済」の根幹に存在するものも、本来、経済倫理学であり、政治哲学であったはずで
ある。

*l)医療人類学者レネ．フォックス(Fox,Renee)は、患者の自己決定をことさら強調す
るパイオェシックスは、 「自律的な個人｣というアメリカに特異な価値観に強く規定され
たものであると指摘している。

*2）玉井真理子, 1998, 「出生前診断と自己決定」 『現代思想』 26(8) : 106-16.
*3) Levinas,Emmanuel, 1978,4"JE"le"r9"輝e@〃α"-αe"deノWe"ce． (=1990、合田
正人訳『存在するとは別の仕方で、あるいは存在することの彼方へ」朝日出版社）
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第2回研究例会〔講演2〕

私の60年

東京都立青山高等学校 海野省治

いつの間にかここまで来たかという感想です。振り返るほどのものはないのですが、生

活に一区切りをつけるという意味で、 自己分析と今まで生きてきたときの分かれ道などを

探って見ようかと思います。誰にもあるような話ばかりなので聞き流してください。

1 ．死に損ない…これは普通なのかどうかわかりませんが、幾つも。

(1) どぶにはまったこと

4，5歳位｡鎌倉の家の横手にあった小さなどぶに頭から落ちて、逆さになっている記

憶が残っています。その後はすぐ上の姉力ざたまたま通りかかって引っ張り出してくれた

とのこと。この辺は記憶なし。 （｢千と千尋の神隠し』に溺れるシーンカざあったが人間の

頭は、 自分を脇から見つめることができる装置もあるようだ）

(2) 高校の時に山道で転落

落ちた瞬間に家族の顔が走馬灯のごとく浮かんだ記憶力ざあります。

上高地からの下山途中、大型の圧力釜をザックに付けて、丸いのでひもで結びきれな

くて不安定な荷物、オーバーハングの岩の前で、谷の方に荷物を向けて横ばいで通る最

中に。数メートル下に幸いに棚があった。結果として無傷。

その他、家の庭のがけで草取りをしていて、草で滑って、気がついたら近くの木の枝

につかまっていた（10年前位)、 どうして手が伸びたか分からない等。

＊まだ死ぬ時期ではないということなのかと勝手に思っている。

2 ．虚弱児

大学の学部の論文は小学校時代の学力不足が出てる。誤字が多い。小学校の入学前に海

に浸かりすぎて体をこわし、虚弱児に。小学校は病気でかなり休んだ。風邪で高熱に悩ま

される(天井がぐるぐる回る記憶がある)、お腹をこわす、というか､今の不登校生徒になっ

ていたのかも知れない。給食は食べられなかった。パンなどは持ちかえり、脱脂粉乳も、

揚げ物ものどを通らなかった｡学年末から学年はじめに休んで､自分の教室力ざわからなかっ

た記憶力ざある。あり得ないことだと今は思うし、親もいたと思うが、わびしさ力薗残ってい

る。勉強もすっぽり抜けている部分があり苦労した。分数は計算の仕方（通分など）が分

からず困った。体育はもちろんダメ。教員になってからも誤字を黒板に書いたり、漢字の

ノ
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筆順等は今でもダメ。学校嫌いだったのかも。だからか今でも不登校生徒には「俺もそう

だったよ」との気持ちを持つ。

3 ．理系から文系へ、現役から浪人へ、文学部か教育学部か

・中学の頃には理系と決めていた。設計士になる夢(20数年後に家を新築し、設計士と相

談して建てた家が現在の家)。しかし、高3の秋10月、物理力ざダメで担任の遠藤先生に相

談し、 1週間考えて思い切って文転。

･現役で補欠合格。ここが受かれば1年かけてみる価値ありと浪人を親に願い出る。

･浪人は3校受験、全部不合格なら就職。順次受かれば入学金等は無駄にならない、 しか

し、真ん中の大学が不合格。 7万2千円位支払ってもらった。今でも悔しい。

､東京教育大は（こぢんまり、 ソフトな印象、肩が凝らない等か）最も行きたい大学。一

浪の時は、 2つの学部に願書を出した。駅から数分、右へ信号を渡れば教育学部心理学

科、直進すれば文学部哲学倫理学科の試験会場に行く分かれ道。 しばし考え、 どうせな

ら若干難易度の高い？科目数の多い文学部にと。 55番。サイコロを振るの力ざ好き？

現在青山で一緒の、そして一緒に退職の鈴木宣雄先生は一年上の倫理学の先輩。

4．何故倫理学を選んだか

文学部の中で受かりやすい専攻の一つ。読書派ではなく、文学部はダメ。でも当時倫理
学は何だかわかっていなかった。大学に入ればいいと考えていた（他の大学は、法学部と、

政治経済学部)。大学に入ってすぐ高校の音楽の先生にばったり会ったとき、 「どこへ行っ

たの？」「教育大倫理学です」 「あら、合っているじゃない｣。

5 ．何故アリストテレスを選んだか

社会契約論あたりに惹かれ、最初はルソー。 しかし「指導教官がいないからな」と言わ

れ考え直した。仏教は研究候補で、言語学科の中にあったサンスクリット語の演習に出て

いた。これは続かなかった。西洋思想がいいと考えたが、キリスト教以後はその影響があ

る。キリスト教を知らないと正確には理解できないのではないか、それ以前力罫いいかと。

テーマ決めの前に読んでいた『ニコマコス倫理学』の友愛論を思い起こしてアリストテレ

スに決めた（単純である)。アリストテレスの倫理学は分かりやすい。

ギリシャ語は、関根正雄先生の授業を受けた。教え方、心情いずれをとっても本当にい

い先生。 「語学は何度も何度も声に出して読め、そうすれば50パーセントは内容力:わかる」

学生にわからせようと本当に熱心に教えてくれた授業がいまでも目に浮かぶ。

－39－
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6 ．大学に残る

4年で就職予定。新聞社も考えたが、教員の道へ。東京は勉強してないから不合格、神
奈川は小学校のみ。暮れに、鎌倉第一小学校のときの担任的場先生（当時中学教頭）から
電話があり、大船中学の英語科へ来いとのお話、一方大学に残れとの堀助教授からのお声
が。結局親父はすでに嘱託の身であったが、 自分のアルバイト＋すねをかじれる間は大学
OKに。 1年間専攻生､そして次の年に院の受験､同期で遅れて卒業を控えていた友人から
頼まれて堀田先生の授業ノートを貸した。そこから院の入試問題が出た。その他の出来も
悪く散々な点。堀田先生からは叱られたがまさかノートを貸したと言い訳もできず。自分
がしたことだから誰に文句も無し。

7 ．親父の死

昭和43年3月22日に親父が脳溢血で倒れ、 10日後4月1日に68歳で死去。親父との約束

を果たすため、 1年間はアルバイトで家計を保ち、就職を目指すことに。修論は準備。
母は平成7年2月に死去。最後は老人病院で。老人施設はさまざま回ったが、初老とい

うか、動ける人は施設に入れるが、寝たきりの可能性が大きいと断られる.ことがわかった。

8 ．修論を出さない

折から大学移転問題。どうしても反対。何でこの大学を無くすのかの思い。自分なりの

姿勢・形で反対運動に参加。大学の方針に反対してなおかつ修士論文を出し、単位を取得

して就職するのは倫理学を学ぶ者としていかがなものか、矛盾である。 よって出さない、

との結論を独りで決めた。デモクリトス論を書いた修士論文は未だに書棚にある。

指導教官の堀田先生から本気で叱られたが、 この時は、申し訳ないが私の意思を通させ

て下さいと言ったのではないかと思う。でも就職は先生のお力添えをいただきたい、 と誠

に勝手な、本当に勝手なお願いをした。都の教員試験は立て続けに2回は受けた。落ちた

ら困るから。この頃はもう教員しか就職は考えなかった。そして陰の応援を頂き、就職。

アルバイトなど本気で面倒見てくれた今は亡き堀田先生には、未だに申し訳ない気持ち

で一杯である。また就職の面接時だと思うが、都に勤務していた鈴木先生が、江戸川の教

頭先生に電話をしてくれた。有り難いことです。今でも感謝。

教員初年度から都倫研、全倫研に参加したと思う。そして、わがままで身勝手な教員時

代に。

勤めて最初の年、 10月に高校の学園紛争始まる。さまざま勉強になった。
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9 ．管理職になる

三田高校の藤川校長から勧められた。 しかし、試験勉強も、受けるのも苦痛だった。社
会科教員の意識かその気にはならいし、でも勧められて行かないのも悪いし…。 1回目受
けて予定通り落ちたら悔しくなった。なることではなく、合格することが目標になったの
かも知れない。勉強しながら次第に管理職の仕事のノウハウは蓄積された。かといって管
理職にどうしてもなるとの思いが増したわけでもない。迷いの間は受からず、教頭試験5
回、 6回？受けた。これで落ちたらもうやめると決めた年に合格。肝を決めたら合格とは
皮肉なもの。管理職に向かったのは、一教員として振る舞うことの限界、確たる教育の建
設の必要を感じたのかも知れない（何もできていない)。
危機管理は何とかやれる。これは多分山での生活力ざ、いつも臨機応変を強いられていた
ことによると思う。

10．研究会活動

「勤めたら都倫研へ行け」 （堀田先生)。そして都倫研、全倫研での沢山の先生方との出会
い。今思うと沢山の諸先輩方は後輩の私どもを育ててくれていた。 しかし私はそのような
ことをしたか、 していない、気ままに振る舞っただけだ。
20年ほど前の事務局長時代も指導要領が大幅に変わる時期で、研究会の行く末力爵危ぶま
れた。事務局構成も難航し、ある人からは端境期で大変ですねと言われ、前途多難さを知
らされた。でもまだたくさんの助力をいただける方が会員にはいて助けられた。
名簿ができるほど沢山なので、お名前はあげませんが、 さまざまなノウハウ、考え方等
を学び、与えて頂いた方がたくさんおいでです。全・都共に研究会で得たものは計り知れ
ない量になります。厚くお礼申し上げます。

11．全倫研と公社全協との統合

結局両研究会は統合させた。 「やむを得ない」との言葉が多いと思うが、消滅させるか、

形を変えて存続させるかの択一であったと。御厨先生の思いを受けていたかも。
会の運営が順調であったらなとか、長年、会に関わった者として、あのときこうしてい

れば等と思うことは幾つもある。特に会長となってから、会の運営に関し、 もっと力を出

していたらと今でも思う。今後のこと、 まだ未完である。
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12．私と倫理学

結局倫理学へ進んだものの、 ものになった訳でなく、修士論文以降は論文も書かず、ず

ぼらな教員に留まった。それなのに管理職になって校長交渉の時に、そんなことはできな

いと言えばいいのに、わざわざ、 「私は倫理をやってきた、だからそれはできない」など

と、 きざな言葉を吐いたことが2回ほどある。

人間関係の学という面からとらえれば、沢山の方々とお知り合いになり、それぞれ会え

ば今でも話力ざできる関係の方が多い。そのことは、倫理を学んだせいか、それとも単に生

き方の技術に過ぎないのかわからないが学んだこともあるはずだ。

13． これから

13日の嘱託の予定。勤めでない日は、シルバー人材センターにでも登録して、できるこ

とをしようかと。

それと、建物を中心にした水彩画、スケッチ、できたら水墨画を習って墨で絵を描きた

い。小さいときに、 しばらく金沢先生という油絵の先生に絵を習いに行ったことがある。

静物を描く練習をした記憶があるが、 まもなくやめたようだ。習字だったのか絵だったの

かわからないが、墨を使う習い事もしたことがある。親は結構教育何とかだったのだろう。

あとこれからやることは読書ですね。

蛇足・自己分析：性格はどう作られたか

その1～時々損な性分と思うことがある～

「何でそんなことを。それでいいの？損するよ」なんて言われそうなことを時に

している。病気がちの時に、姉がよく 『幸せな王子jを読んでくれた。竹早のと

きに、 この本がオスカーーワイルドの短編であることを知り驚いた。読み直して

作品の内容は全て記憶にあったとおり。がれきと化した王子と、冷たくなったツ

バメ。どこか心の底に焼き付いたのかも知れない。でも性格はエゴイストの部分

力ざメインだ。

その2～納得しないとやらない～

従ってえらく頑固な時がある、決めたら思い切りはいい方だが。…小さいとき

に、少額の小遣いを使うとき母から「よく考えて決めなさい」と言われ続けた記

憶がある。本当につまらない記憶だｶﾖ、小さいときに近くの駄菓子屋さんに5円

くらい持っていき、何を買うか散々思いあぐねていた姿力ざ浮かぶ。

ソクラテスの弁明の中で「よく考えてこれと決めたら頑として行なう」という
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趣旨の言葉があるが、あそこは好きなところ。
その3～口が悪い、正直すぎる、言い過ぎる～

これは自己弁謹、防御策、皮肉屋、言っていいこと悪いことの区別がつかない
からだろう。自分より周囲が困ることがあるようだが｡つい最近もあんなこと言っ
ていいのですかと言ってくれた人がある。本音で動きたいとの希望はある。

その4～どうも人と違うようだ～

自分で思うことがある。周囲の人と思いが異なるのはどうしてか。率直でない
のかも。主体的でありたいとの気持ちは強い。
本当は性格は暗く、 どろどろである。でも自分は好きだ。

＊こう見てくると明るいことは少ないが、結婚できたことや友人・知人が多くできたのは
嬉しいことです。苦しきことのみ多かりきとの思いもないから、今までは51 ：49ぐらい
でよかったのではないかと。

＊生徒のことや、授業のことなど言い出すときりがありません。失敗やら自慢やらを言い
たくなりますし。これぐらいがいいところです。
*60の区切りに自分を語ろうとは思いましたが、結局は、単なる自己弁護が多くなりまし
た。勝手な話ばかりでしたがこんなことでお許しを。どうも有難うございました。

このメモは手元に置いておいた。全てを話したわ[補足］例会当日はレジメのみ配布し、 このメモIま子兀に両

けではないが、 このようなことを話す予定であった。

－43－
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分科会報告IV

第1分科会

東京都立葛西南高等学校 多田統一

◆第1回◆

日時7月6日出午後1時～

場所江戸東京博物館学習室

テーマ「缶詰製造業研究の今後の課題」

発表者多田統一（葛西南高校）

出席者小橋（福生）坂口（目黒）西村（葛西南）松本（葛西南）

明治・大正初期における本邦の缶詰製造業は、発達史上創業期および初期的企業成長期

としての意味を持っている。農村工業の発達という視点からみると、大正後半期から昭和

初期にかけての商業的農業と農産缶詰製造業の発達の準備期として位置づけることができ
る。

大正後半期から昭和初期にかけての時期は、第一次大戦後の不況で缶詰生産は停滞した。

そのような中にあっても、商業的農業の発展とともに蔬菜缶詰は注目され、新規企業の進

出や農村副業としての発達がみられた。水産缶詰製造業は大資本による発達を遂げたが、

農村缶詰製造業は中小零細規模の企業集団としての産地形成がおこなわれた。このことは、

農村地場産業の発達史上意義がある。農村工業としての缶詰製造業は、農村副業としてお

こなわれ、農村経済や農家経済上の意義は大きかった。原料取引面で農産物の価格形成に

も影響を与えたことは、農産缶詰製造業の発達史上重要なことである。今日の缶詰製造業

の発展を考えた場合、何よりも重要なことは、金輸出再禁止後の缶詰製造業の本格的発展

である。静岡県のような新興産地が出現した力富、輸出の伸びに支えられ、従来のマグロ缶

詰の上に缶詰製造技術の進歩でミカン缶詰が取り入れられ、年間操業体制が確立されたこ

とは、今日の大産地の形成を考える上で重要である。

水産缶詰製造業の視点から見ると、 日露漁業協約締結後北洋のサケ・マス・カニ缶詰製

造業が輸出を軸にめざましい発展を遂げたことが重要である。大正期にはいると、企業合

同によって水産缶詰製造業の近代化がいっそう進む力ざ、明治期はその準備期として発展の

基礎を築いたということがいえる。大正期は、北洋における漁業企業の濫立から競争・集

中への過程がみられ、 日本漁業近代化の上でも注目すべき時代である。北洋漁業は、定置

網による季節操業のため多額の資金を要し、商業資本の流れをくむ企業家が進出した。西

日本のような小規模な漁業者の出漁と比較して特色を持つ。経営の不安定性を脱却するた

めに、現地で缶詰生産をおこなったことは、漁業経営史だけでなく、缶詰製造業の発達史

の上からも意義がある。

I
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缶詰製造業者は、製品輸入圧力の中で、海外進出、消費者ニーズに対応した新製品開発、

経営の多角化（脱缶詰化）など、時代の流れに沿ったベンチャー精神を受け継いでいく必

要がある。特に海外進出については、原料価格の変動、労働力不足、人件費の高騰などに

対応した戦略であるが、食品業界としての品質管理や衛生管理、そのための技術指導力罫今

後とも厳しく求められていくであろう。

あき缶のリサイクルや環境ホルモン対策、清水港ファズ（輸入促進地域）の活用など、

今後の缶詰製造業研究は、環境問題や地域計画などを視野に入れたものでなければならな

ぃであろう。
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図－3 缶詰の都道府県別生産割合

（1999年）

注飲料を除いた丸缶の生産趾をもとに作成

（資料：日本缶詰協会調査）
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■参考文献

多田統一「清水市の食品工業集積地域一缶詰製造業を中心として－｣井出策夫編著『産

業集積の地域研究」大明堂、 2002、 pp.125-135

多田統一「本邦の缶詰製造業について」 『東京産業考古学会会報jNo.40, 2002、pp.2-5

◆第2回◆

日時10月16日㈱午後2時～

場所都立葛西南高校

テーマ「技術史教育の重要性」

発表者多田統一（葛西南高校）

出席者大月（四商）加藤（小石川）小橋（福生）昆野（江戸川）坂口（目黒）

大学における技術史教育の重要性については、工学部や理工学部の事例として飯島

(1999)、経済学部の事例としては富田(1998)、教養科目、全学共通科目の事例として吉田

(1999)、黒沼（1999）などが報告している。技術の専門でない学生に対する指導、技術が

専門であっても、 コミュニケーション不足とものに対する実感の持てない学生に対する指

導のあり方が論議されている。

高等学校の地歴、公民科においても、技術史的な内容を盛り込んでいくことが大切だと

思われる。情報化への対応など、先端技術に傾斜した教科内容になっているが、 もっと生

活の中での伝統技術の見直しや改良・工夫といった点を見ていかなければならないだろう。

産業発達史や地場産業などの視点から、 日常生活との関わりの深い技術やものづくりの歴

史を取り上げることにより、生徒に興味を持たせる授業が可能だと思われる。

地域経済や地域社会と技術・ものづくりの関係を通して、働くことの意味、汗を流すこ

との意味を再認識させることができるであろう。 ものをつくるということは、人間ともの

との関わりであると同時に、人間と人間との関係、 まさに人間の生き方に関わる問題であ

る。

三輪（1999）は、技術史教育について、技術そのものについての「内部史」的研究とと

もに、社会との関わりをみる「外部史」的研究の蓄積と対外的なアピールの重要性を提言

している。大学における技術史教育は、理工系学生に限らず、文系の学生にとっても必要

で、 このことは高等学校においても校種に関わりなく、いろいろな教科で取り組んでいく

必要がある。技術と人間との関係が問い直される時代にこそ、地歴、公民科の果たす役割

は大きいものと思われる。

■参考文献

多田統一「地場産業における技術開発一地歴、公民科の立場から一」 『技術史教育学会

1998年度全国大会（千葉）研究発表講演論文集」技術史教育学会、 1998、 pp.22-24

多田統一「製缶技術および缶詰製造技術の歴史一地歴、公民科の教材として－」 『技術
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史教育学会1999年度総会研究発表講演論文集』技術史教育学会、 1999、 pp.7-9

多田統一「地歴、公民科教育と技術史、フロンティア技術」 「日本社会科教育学会第49

回全国大会発表要旨集録」日本社会科教育学会、 1999, p.15

その他、次のような報告が行われた。

テーマ「チャレンジスクールでの地歴、公民科の授業」

発表者小橋一久（福生高校）

テーマ「サッカー（ワールドカップ）を教材化する」

発表者坂口克彦（目黒高校）

※第2分科会は、今年度、 日程の調整がつかず独自に開催することはできませんでした。
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夏季合同分科会

東京都立足立高等学校 渡辺範道

8月22日附9時30分～17時

都立工芸高校

(1) 「コミュニケーションスキルをみがく」

村野光則（お茶の水女子大学附属高校）

(2) 「考察を深め、発信する授業を目指して

－ディベート 「国民の司法参加は是か非か」－

楢原毅（早稲田大学系属早稲田実業学校）

(3) 「『宗教』のテーマ学習：授業案と評価」

和田倫明（都立航空工業高等専門学校）

廣末（北野）徳武（片倉）安達（赤坂）村野（お茶大附）若菜（板橋）

原（練馬工）福田（小金井北）渡辺（足立）川窪（砂川）松澤（田柄）

伏脇（代々木）藤（大泉）渡辺（飛鳥）山本（代々木）岩橋（工芸定）

日時

場所

テーマ

出席者

諸橋（大妻中野）江方（王子工）小島（都立大附）和田（航空高専）

織田（深川定）楢原（早実）山口 （工芸）
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実践報告1 「コミュニケーションスキルをみがく」
お茶の水女子大学附属高校村野光則

村野光則氏は、現代社会の授業で、 「国際化する社会の中で、自分の考えや気持ちをいか
にしてわかりやすく相手に伝えるか」という課題に、グループ・ワークトレーニング、手話、

スピーチなどを用いて取り組んでいる。内容的には、総合的なコミュニケーション能力の

育成という点で、 「総合的な学習｣に近いものである。現在の学校教育においては、言語的
コミュニケーションのスキルをみがく （＝論理的に話す、書く）ことに重点が置かれてい

るが、これからは非言語的コミュニケーヨン（表情や身ぶり手ぶりなど）のスキルの向上
にも力を入れるべきである、 というのが村野氏の主張である。

情報機器を用いて視覚的に優れたプレゼンテーションを行ったとしても、無表情で変化
に乏しい声では、言わんとすることを十分伝えることはできない。また、生命倫理や環境

倫理など、次々に提出される倫理的課題に取り組むとき必要とされるのは、周知を集めて

解決策を導き出す能力であり、 コンセンサスを形成していく能力である。限られた時間の
中で、いかにして自分の考えをメンバーに理解してもらうか、いかにしたらメンバーの考

えを正確に理解できるか｡その際､大きなウエイトを占めるの力ざ非言語的コミニュケーショ
ンなのである。

当日は、参加者全員で授業で用いられているグループワークに取り組み、その進め方や

効果について体験的に学習した。また、表現力育成のための手話の授業、 さまざまな声を

用いたスピーチの授業などについて、授業のビデオを交えながら報告を受けた。

生徒のコミュニケーション能力についてだけでなく、プレゼンテーションやディベート、

ディスカッションのあり方についても、多くの示唆に富む報告であった。

実践報告2 「考察を深め、発信する授業を目指して

一ディベート 『国民の司法参加は是か非か』一」

早稲田大学系属早稲田実業学校 楢原毅

楢原毅氏は、高2商業科「商業法規」の授業の中で行ったデイベートの実践を報告され

た。テーマは「国民の司法参加は是か非か」であった。進め方としては、 まず国民の司法

参加についての資料を配布し問題提起を行った。次に、司法制度改革についての用語解説

と、 日本経済新聞の連載記事「国民の司法参加を考える」を活用して欧米の事例を紹介し

た。その後、パソコンや図書室を利用して、現在の司法制度の問題点や司法改革について、

各自で調べさせた。その上で、デイベートを実施し、その様子をビデオに録画した。ディ

ベート終了後の授業では、ビデオを見ながらフィードバックを行い、 まとめのレポートを

掲出させた。結果的には、国民の政治参加を認めない側が勝ち、 レポートでも反対意見が

賛成意見を上回った。
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今回の実践について、楢原氏は次のように総括している。

(1)テーマが難しかったため、調べれば調べるほどさまざまな問題があることがわかり、
論点を絞り込むことがたいへんだった。

(2)生徒からは、配布した資料の内容が難しいと言われた。

(3)用語解説をしたにもかかわらず、最後まで参審制と陪審制の違い力ざよく分からない

生徒がいた。

そして、授業でディベートを行う際の留意点として、次の3点を挙げられた。

(1)判定者の側にテーマに関する基礎知識がないと、ただ議論を聞くだけで終わってし
まうので、あらかじめ授業で基礎知識を与えておく必要がある。

(2)デイベートを行ったあと、授業でそのふりかえりとまとめをすることが重要である。

(3)デイベートの目的は、各自の意見を確定させるのではなく、その問題についての考

察を深めさせる点にあることを忘れてはならない。

授業はなかなか当初の予想通りには進まず、苦労したとのことだったが、デイベートを

行う際の留意点等がよくわかり、大変参考になった。

実践報告3 「｢宗教』のテーマ学習：授業案と評価」

都立航空工業高等専門学校 和田倫明

和田倫明氏は、大学ではアリストテレスを研究されたが、大学院では認知行動療法を研

究された。認知行動療法では、その「効果」が厳しく問われる。社会心理学においても、

アドルノの『権威主義的性格』をはじめとして、心理測定のためのさまざまな尺度が開発

されてきた。和田氏は、授業においても、たとえば異文化理解や家族や宗教といったテー

マを扱う際、その授業が生徒の認知にどのように影響をしているのかを測る必要があると

考えた。そして、オスグッドの開発した｢SD法」を用いて、授業の前後で生徒の概念がど

のように変化するかを測定した。参考文献は、岩下豊彦『SD法によるイメージの測定』 （川

島書店）である。

宗教の授業は、計10時間で、内容は以下の通りである。

1．宗教とは何か： 4つの視点（講義0.5時間）

2．古代インドの宗教と仏教（講義1時間）

3．仏典を読む： 「ダンマパダ」 「スッタニパータ」より （講義1時間）

4．現代の仏教：ビデオ『仏教』より （視聴十感想1.5時間）

5．古代ユダヤ教とキリスト教（講義1時間）

6．聖書を読む： 「旧約聖書」 「新約聖書」より （講義1時間）

7． イスラム教（講義0.5時間）

8．現代のイスラム教：ビデオ『イスラム潮流』より （視聴十感想1.5時間）

9． まとめ（講義十テスト2時間）
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和田氏はこの一連の授業の直前と直後（平成12年度)、直前と3カ月後（平成13年度）

に、宗教に関するイメージについて、 40項目の質問紙法テストを実施し分析した。その結

果、 「大切な－くだらない」「危険な－安全な」などの項目において有意な変化が見られた。

ただし、こうした結果の解釈は慎重に行われなければならない。生徒には、 よい評価を得

るために教師側の意図を読み取り、その意図に沿おうとする「黙従傾向」があるためであ

る。そうした要素も考慮する必要があるとのことだった。

生徒の概念の変化を測定することは容易なことではない。特に倫理は、理数系の科目の

ように客観テストで生徒の理解度を測ることが難しい科目である。 しかし、倫理は生徒の

価値観や考え方に大きな影響を与える可能性のある科目でもある。授業を教師側の自己満

足で終わらせないためにも、和田氏のように常に授業の効果を検証しようとする姿勢力ざ必

要である。また、今後都倫研においても、授業効果測定のための研究や実践交流が、 これ

足で終わらせないためにも、和田氏のよ・

要である。また、今後都倫研においても、

まで以上に重要になってくると思われた。
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V特集公民科「倫理」「現代社会」の教材化のエ夫
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エコライフ実践者からのメッセージを教材化する
－グローバルな視野の育成とともに身近な生活からのエコ活動を一

浅野麻由

坂口克彦
㈱泉放送制作・青山学院大学大学院

東京都立目黒高等学校

序新しい視点を持った環境教育を

筆者らは､｢新しい視点からのボランティア教育の実践を一ボランティア活動の問題点を
教育現場から考える－｣と題した研究論文を昨年の本紀要')に投稿し、同タイトルでの例会
発表2)をおこなった｡我々はここ1年半近く、幾つかの教材化プロジェクトを組んできてお
り、今回は前回報告とは異なった分野での教材化とその実践を紹介したい。

今回取りあげるのは、主として「環境教育」の新しい方向性の提案である。

前回の「ボランティア教育」について、筆者らはボランティアの意義を語り参加させる
ことを目指すという従来型の教育にとどまらず、ボランティアの裏側にある問題点を指摘
するという新しい視点を与えることを提案したが、今回も「環境教育」に新たな視点を与
えることを目指したいと考える。

‘司り

１
１
１
１
１
１
１
１
‐
Ｌ

1 ．問題の所在一今までの環境教育は果たして成功してきたのか－

地球規模的な環境問題が叫ばれる現在、テレビや新聞、雑誌や広告などでよく見かける

｢環境｣という文字。砂漠化、地球温暖化、地盤沈下、酸性雨、水質汚濁、大気汚染、オゾ

ン層破壊などの地球環境問題は深刻さを増す一方である。その中で、 日本においても環境
教育が学校教育だけでなく、企業などでも導入された。 もちろん筆者らも、高等学校社会

科・地理歴史科・公民科教育の中で「環境教育」を取りあげ、本紀要でも数回にわたって、

その実践を報告してきた3)4)。

しかし、 日本は未だに環境後進国であると言われる事態には変わりがなく、心理的に見

ても人々の「環境問題」に対する関心が、海外の人々に比べて薄いと言われる。つまり国

家レベルでの学習指導要領でスローガン化することや企業レベルでの取り組みも重要だ力罫、

個々人の意識向上をするための生活レベルでの取り組みこそ力ざ重要となってくるのだと筆

者らは考える。よって、環境保全実践活動における教育プログラムの欠如を補うための

「『人』に着眼した生活レベルでの環境教育｣、 これ力:筆者らのたどりついた、第1の新しい
ヅ
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視点である。

もう1点、筆者らが注目したのが、環境問題が地球全体に与える影響については、新課

程教科書でも取りあげられており、現実にも一般的に講義されていると考えられるが、そ

れ力ざ抽象論になってしまい、そこに悪影響で苦しむ「人」の姿が見えにくいという点であ

るs)。例えば、地球温暖化。両極圏の氷が融解して水位上昇をすれば、確かに全世界の海に

面する国が被害を受ける。 日本も例外でない。だが、国土面積比率として大きな被害を受

けるのは大洋上の低平な珊瑚礁島であるツパルやモルデイヴ、或いは海に面していないの

にもかかわらず温暖化によって山岳氷河融解被害を受けるヒマラヤ山系の中に位置するネ

パールなどの発展途上諸国である。特に温暖化は先進国の化石燃料消費を主因とするので、

日本のような先進国が被害を受けるのは致し方のない部分がある。にもかかわらず、原因

を出してこなかった発展途上国までもが被害を大きく受けるという現実に気づかせるとい

う教育を、我々高校教育に携わる者はしてこなかったのではないか。

途上国をめぐる教育として、我々は「開発教育」という形で南北問題・南南問題などの

教材化は進めてきたが、それだけで独立したものとして扱ってきた。それを「開発教育と

環境教育の融合」という形も試みてみようというのが、筆者らの提案する第2の新しい視

点である。
1

2． 「人」に着眼したグローバルな環境教育を

前章で論じた「新しい2つの視点」を含めた環境教育プログラムを以下に提案する。

●提案●

1 ．生活レベルからのエコ活動→実践者からのメッセージを教材化
’

実践者の暮らしぶりや環境問題の概念など実感をもたせるため、映像を用いる。

2．人に着眼したグローバルな視野の育成

普段の生活では見えない、世界各地の人々はどのような「環境問題」に直面し、 ど

のような「エコライフ」を送っているのだろうか。

第1には、エネルギー消費量が高い先進国における普段の生活を振り返らせること力ざ必

要である。冷暖房・エレベーター完備、ありあまるモノ。大量消費時代、使い捨て社会は

終わったという力ざ果たしてそうであるかを生徒自身に再認識させること力ざ、生活レベルか

らの環境教育の第一歩である。そして本プログラムでは、先進国において｢エコライフ(環

境にやさしい生き方)」を実践している「人」に着目し、その生き方を紹介したい。

第2には、開発教育と環境教育の融合をはかる。先進国における我々の豊かな生活の裏

－53－
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側では、エネルギー大量消費とは無縁の自然の恵みを生かした生活を送る人々や、社会的

立場の低い人から順に「環境問題」に直面していることに気づかせたい。単なる知識とし

ての現状把握だけでなく、そこに生活して、実際に被害にあっている「人」に着目するこ

とで、身近さや危機感を実感させること力欝ねらいである。豊かな生活を手に入れている先

進国側が地球を汚してしまった責任と、途上国での被害。このことは、例年のように出さ

れる「なぜ先進国は途上国に対し、経済援助をしなくてはならないのか？」という生徒か

らの素朴な質問にこたえるものにもなる。

さらに、従来の開発教育においては、国際協力は途上国の現地で行うボランティアや資

金協力だという固定概念がつくられてしまい力:ちであったが、先進国の中にいての環境対

策の行動も途上国の「人」を助けることに繋がるのだという新しい視点を見開かせること

にもなろう。

3 ．エコライフ実践者のメッセージを生徒たちに伝える－映像だからこそ伝わる熱意一

我々の身近な生活の中でできる環境対策こそが、環境先進国に加わるためにも是非とも

必要となってくる。そこで､筆者らが制作に関わっている番組を紹介したい。インターネッ

ト動画配信を行っているBibisage｢f-mail」という番組である。本番組は、 「地球の環境に
ちょっといい暮らし」をテーマとしており、 この番組では1回に1名のエコライフ実践者

を取りあげ、

①エコライフ実践者の暮らしぶり

②モノの考え方

③「エコロジー」をもとにした人生観

などを紹介する3分間のビデオェッセイである6)。ここで敢えて映像の利用にこだわるの

は、その「人」の生き方、心情、熱意などをストレートに伝えやすいからである。本プロ

グラムで紹介するのは、以下の4名である。

●アリスン・デバイン氏

・環境先進国イギリスでの地球にやさしい日常生活を紹介する。

イギリスでは、 コンビニやスーパーではビニール袋も付いてこないし、電気を一人の

為だけに使うこともあまりしない。全ての生活に節約を自然と取り入れている。その他

にも洗濯物は週に一回まとめてやる、冷蔵庫の中身はドアに貼っておき毎回開けなくて

すむようにする、古い洋服でもリメイクすれば何十年も着られるなどの生活上の工夫を

日頃から実践している。

日本人は物欲に囚われすぎではないか？ 「流行」があって、その度に新しいモノを購

入していく。 「人生はモノより思い出｣という節約生活が身についているイギリス人の価

値観を日本人にも提案したいと語る。

●澤田千江氏

－54－
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・廃食油をリサイクルして手作り石鹸をつくる。

手作り石鹸の良さは、①身近に必要な物ができてしまう喜び、②自分のオリジナルの

石鹸ができる、③自分が納得いった材料で作れること。そして④無添加石鹸だから人と

環境に優しく自然への負担は軽くすむ。石鹸は身近に常に使うものだから、お金をかけ

ないリサイクル石鹸を念頭に置いたもの。購入した新しい油は、 まず料理に利用し、そ

して石鹸作りをするのがおすすめと語る。

●金丸正江氏

・都会生活から抜け出して炭師になり、環境保全活動をおこなう。

炭は太古から人間が関わってきたもので、昔は全国の山々で炭焼きの煙力笥出ていた。

炭を焼くことで、多様で豊かな生態系力ざ維持されていた。炭は、森林のリサイクル。炭

は単に燃料としてだけではなく、多目的に利用ができ、室内の空気･水質の浄化･防腐・

消臭・土地の改良剤などと使い道は多い。炭を燃やさずに使うことは二酸化炭素(CO2)

を固定化することで地球温暖化防止にもなる。従って木や山を守り、川や海を守る。ひ

いては地球を守る大切な役割を果たしているのだと語る。

●矢谷左知子氏

・雑草を布糸にし、 自然の美を訴えるアーティスト。

両親力ざ都会から伊豆に引っ越したことから、草木の美しさに惹かれて、草を織り込ん

だ布を「遊びで」織り始めた。周囲に自生する草にこだわり、夏の間にそれらを採取し、

土の中で発酵させたり表皮をこそぎ落としたりして一年分の草の糸を作る8秋には染料

となる木の実拾いをしたり、冬には山かや等の採集など、一年を通して身の回りの草木

と関わり、季節のサイクルの中での布づくりを続けている。素材採取で大切なことは沢

山生えているものを使うということ。希少なものを採ってしまっては自然素材を使う意

味がなくなる。自然のエネルギーとつな力ぎりを持ち続けることが環境汚染へのささやか

な抵抗だと語る。

本番組を通して、生活に根付いた環境対策の紹介をおこない、エコロジーに結びつけら

れるような多角的な視野の育成を目指したい。

4．エコライフの実践まで目指す環境教育一知識段階から実践段階へ－

ここでは、公民科現代社会または地理歴史科地理Bにおける展開として、大単元12時間

配当分の指導案を示す。
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地理歴史科地理B・公民科現代社会学習への指導案

大単元： 『環境・エネルギー問題の地域性とその改善策」 配当時間12時間

’ 1
ｃ
鐇
蝉
フ
③
ム
〈

･ノ テ0 ／ノン1隅

実施してい

校ではホー

ームや生徒

季昌今活動

の言勢

い、計

－56－

1

時数 小単元名 主な学習内容・活動 教師の支援・留意点
他教科・総合学

習等との関連

2

こんなに使

われている

エネルギー

資源

○1年間に世界各国が消費しているエネル

ギーの量

○このままでは危ない1－地球の資源の限

界一

○多発する地球環境問題一地球温暖化、酸

性雨、砂漠化、土壌侵食、水質汚濁、大

気汚染、熱帯林破壊などの実態紹介一

○データを与えて、

エネルギー消費国

順位などを作表さ

せる

○危機感を持たせ

るため、写真や映

像を利用

○理科と連挑し、

校内で酸性雨

pH測定を

2

先進国の豊

かな生活の

裏側には

○先進国での冷暖房、エレベーター完備な

どの豊かな生活とエネルギー消費一身の

回りの便利さ・快適性を実感する－

○温暖化の影響での融雪洪水被害や海水面

上昇による水没の危機など、経済的恩恵

を受けていない途上国の人々に被害が出

る事例の紹介

○戦前の暮らしと

今の幕らしを比較

する

○ネパール、ツバ

ルなどを事例に取

り上げる

○国語科と連挑

し、戦前の馨ら

しぶりを描き出

している文学作

品を利用

時数 小単元名 主な学習内容・活動 教師の支援・留意点
他教科・総合学

習等との関連

2

エネルギー

問題解決の

ための世界

的取り組み

○世界レベルでの取り組み・気候変動枠組

み条約と地球温暖化京都会議

○国家レベルでの取り組み・環境税（炭素

税)、排出権取引

○企業レベルでの取り組み・エコカー開発、

ISO国際環境規格取得など

○先進国と途k国

の主張を対比する

…97年京都会議当

時の新聞記事を利

用

○各メーカーのパ

ンフレットや広告

等を利用

○環境問題と経

済の関係も考察

させる

2

私たちの身

近でもでき

る省エネ。

環境対策

○生活レベルでの取り組み・環境先進国に

おける取り組み一省エネ・環境対策を日

常生活に取り入れたイギリスの事例一

･日本での取り組み一廃食油を利用した石

鹸づくりを試みた事例一

○デバイン著『イ

ギリス節約生活』

を用いて紹介する

○春江工房イン

ターネットホーム

ページを利用

○理科と連挽し、

実際に廃食油か

ら石鹸を製造す

る体験をさせる

のもよい

2

これからの

省エネ・環

境対策の方

向性

○今、注目を浴びる省エネ・環境対策の試

み－炭焼きが環境保全に役立つ?1－

･燃料としての見直し、浄化消臭機能、山

林を利用することによる森林活性化と保

全機能などの紹介

○金丸正江著「炭

に生き炭に生かさ

れて」を用いて紹

介する

○理科と連携し、

炭に適する樹木

の種類、成長速

度、生育条件も

考察する



一

との連携をとれ
る場合も

○グループヮーク①「エネルギー浪費

チェック」

・家庭内だけでなく、学校内、駅や街頭で

のエネルギー消費の無駄がないか、グルー

プに分かれて実際に教室を出て数十分間の

調査、その後討議、発表

○グループワーク②「私たちにできる省エ

ネ・環境対策の提案」

・グループの中で自分たちにできることの

検討、発表

○学校の事情に応

じ、駅調査チー

ム・商店街調査

チーム、校内調査

チームなどと分け

ても良いし、校内

だけにして1階

～3階チームなど

と分けるのも良い

前章に論じた、映像を使った「人」に着目する実践は、第3－4時および7－10時に相当

する。第1－2時まで含めて、映像によって生徒の意識を高めること力ざ必要であり、第3－4

時の途上国における被害地域の「人」の姿の紹介も生き生きと示し、危機感を具体的なイ

メージとしてとらえさせる工夫をすることが大切である7)。

この指導案は「総合的学習の時間」においても導入可能な素材である。その場合には、

他教科との関連づけによってティームティーチングも実施できる。 よって、指導案の右端

の欄では、他教科或いはホームルーム・特別活動との連携の可能性も示した。

むすび

本稿は、筑波大学社会科教育学会第22回大会で口頭発表したものである。当日に質問、

意見を賜った方々に謹んで御礼申し上げる。また、今回の紀要掲載にあたってご配慮項い

た都倫研の村野光則、廣末修先生にも感謝申し上げたい。

【注】

1）浅野麻由・坂口克彦「新しい視点からのボランティア教育の実践を一ボランティア活

動の問題点を教育現場から考える－｣、都倫研紀要第40集、 2002年、 pp.42-48

2）平成14 (2002)年10月22日、都倫研平成14年度第1回研究例会

3）坂口克彦「新教育課程における『現代社会』の教材化の工夫一生徒自身の自覚と行動

を促す『環境学習｣の試み－｣、都倫研紀要第34集、 1996年、 pp.53-56の中では、 「校内ゴ

ミ箱分別コンテスト」など、遊び心を持たせつつ自分自身の行動を省みて、その後の実

践行動につなげようとの提案をおこなった。

4）坂口克彦「資料収集・解析・総括と意見表明能力の養成を目指す『懸賞公募論文』指

導の実践｣、都倫研紀要第39集、 2001年、pp.57-62の中では、省エネルギー･環境問題を

テーマとする懸賞公募論文に応募させる実践を紹介した。

5）北村洋基ほか『現代社会-21世紀を生きる一」 （高等学校公民科文部科学省検定済教科

書)、数研出版、2003年､pp.6-13などでも、温暖化に伴う水位上昇被害を大きく取りあげ

ているが、世界全体と日本の問題としての取扱いとなっている。
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6） インターネット配信番組サービス「ビビサージュ」http://www.bibisage.com
7）一例として、西日本新聞ホームページで特集している「地球紀行極地からの警鐘」
http://www.nishiniPPon.co.jp/news/World/Travelpiece/maldive/index.html (西日
本新聞2002年9月3， 17日、 10月3， 22日付朝刊所収）など力ざ挙げられる。

【参考文献等】

アリスン・デバイン『イギリス節約生活j、光文社カッパ．ブックス、 2002年
金丸正江『炭に生き炭に生かされて』、創森社、 1999年
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’ ’参考資料： エコライフ実践者のプロフィール

高校講師。『イギリス節絢塗澪1 著者●アIノズン・黍パインさん 高校講師。『イギリスi

1972年、イギリス・マンチェスターにワーキン

グクラスの家庭に生まれる。マンチェスター大学で言

語学を専攻、卒業し、 1994年に日本の文部科学省

のJETプログラムで英語教師として来日する｡現在、

神奈川県の高校で英語を教える傍ら、エッセイストと

しても活躍。 2001年、日本人男性と結婚する．

＠澤田千江さん soapmakeI･ (手作LI石醸）

1963年横浜市生．水中写真家中村征夫さんに9

年半師事。その後、学校図書館司書教諭の変格獲得の

ため学業に専念する傍ら、手作り石鹸の研究と制作に

も没頭．現在、 「春江工房」のブランドで売り出して

いる。

鍾賞炭などをやく．また炭を暮らしに生かす為、竹炭

によるアクセサリーや風鈴、手がけたり教室なども開

催する。

⑧矢谷左知子さん草の布作家

1957年岡山県生まれ。武蔵野芸術大学卒業後、

商品企画会社でテキスタイルの企画デザインの仕事

を経て、 93年より身の回りに自生している草を刈り

取り、糸を作り、織る｢草の布｣の制作を独学で始める．

灘蕊議瀧 露

’
（｢地球に私にちょっといい藤らし」をテーマと寸一るBibisage(ビビサージュ)。エコライフ実践者のメッセー

ジをインターネットで動画配信している。http//ww・bibisagecomより）

１
１
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〔実践報告〕

就業指導・進路指導を意識した現代社会の授業

東京都立大森高等学校 小賀野勝芳

私が教員になって初めて「現代社会」を担当した1982年は、 「現代社会」という科目がで

きたばかりの年であった。当時、 「地理歴史科」及び「公民科」はその両方の分野を合わ

せ、 「社会科」と呼ばれていた時代であった。 「現代社会｣以外の｢政治経済｣、 「倫理｣、 「日

本史｣、 「世界史｣、 「地理」は、それぞれ科目の趣旨力ざよくわかり、かつどの教科書にも共

通項が多かった。当時の「現代社会」は、その趣旨がまだよく理解できず、教科書によっ

て学習する内容も大きく異なっていた。 「現代社会｣という新しい科目に対して、何をどう

教えるか、学校の実態に合わせそれぞれの教員が試行錯誤の連続であった。当時私は卒業

後就職する生徒が大部分であり、かつアルバイトをしている子もいる全日制の高校に勤務

しており、アルバイトや就職に生かせる「現代社会」の授業内容を考えた。

以下の内容は本年(2002年) 4月に「現代社会」の授業で配ったプリントであるが、 「現

代社会」の授業をを初めて担当した1982年当時の授業プリントカ:もとになっている（それ

ぞれの勤務校における生徒卒業後の進路先データも、授業を受ける在校生の参考に供する

ため列記している。ここでは省略する)。全日制高校の次は通信制高校に勤務し、定時制は

本校で2校目の勤務である。通信制や定時制では働きながら学校に通う生徒力欝多く、大い

に役だっている。但し、現況は正社員は少なくアルバイトが大部分である。

「進路クイズ｣は通信制課程に転勤になった1984年に現代社会を担当した時に作ったもの

である。従って、通信制高校の生徒の進学先を意識したものになっている。その後何度か

改良を加え、通信制課程の月報（毎月通信制課程生徒に郵送する学校からのお知らせ）に

進路指導の一環として載せてもらったりもした。定時制課程に転勤になった後も、現代社

会の授業やホームルームで進踊旨導的観点から取り組んでいる。

なお、 3年前、ある高校の先生から「総合的な学習の時間」に活用したいので、 この就

業指導．進路指導を意識した現代社会の授業プリントを参考にさせてくれないかと依頼さ

れ、お渡しした経緯がある。 「現代社会」の授業のみならず、ホームルーム活動や進路指

導、総合的な学習の時間その他に活用できるものと考える。

《現代社会プリント》

正社員・アルバイト ・パートに就いている人、就く予定の人が多いと思います。そこで、

仕事に就くにあたっての基礎的な知識やみなさんの卒業後の進路についての情報を用意し

ました。

－60－
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◎最低賃金（最低支払わなければならない賃金）…東京都の場合

日給………5,597円（最大8時間労働）

時給……… 708円(1時間あたりの給料）

業種によってこの額よりも高くなります｡みなさんに関係の多そうな小売業(スーパー

やコンビニなど）の最低賃金は次の通りです。

日給………6,084円

時給………761円

◎解雇（くび）…正しい理由（合理化のためやむを得ない時や、雇われている人が悪いこ

とをしたときなど）がなければ雇い主から解雇（くび） されることはありません。

正しい理由力曾ある場合でも、 1ヶ月前までに、雇われている人に連絡しなければなり

ません。 1ヶ月前までに連絡がない場合は、最低1ケ月分の賃金が原則としてもらえま

す。但し、試用期間中でかつ採用後14日以内の場合は例外で、予告なしで解雇（くび）

になることがあります。この場合は最低1ケ月分の賃金の確保もできません。

◎自分からやめる場合…最低2週間前には、申し出ることがエチケットです。会社の就業

規則に規定がある場合には、その日までに申しでること。但し、いずれにしても実績分

の給料は支払われることになっています。

◎すべての労働関係の法律(労働基本法、労働関係調整法、労働組合法など）は、正社員．

アルバイト・パートの区別なく原則としてすべての働く人に適用されます。従って、ア

ルバイト ・パートの人も正社員と同様、有給休暇（お給料をもらいながらのお休み）や

労務災害補償（働いたことに基づくけがや病気の時の補償)、団結権・団体交渉権・争議

権（スト権）などの権利力薮あります。 1日8時間労働制、途中45分以上の休憩時間と前

後15分ずつの休息時間等についても同じです。

◎1999年4月に「男女雇用機会均等法」が改正され、特殊な場合を除き、 「女子のみ」 「男

子のみ」の募集ができなくなりました。

◎進路（就職や進学など）についての情報収集や選択をインターネットで行うことができ

ます。相談がある場合は、各クラス担任までどうぞ。小賀野でも構いません。

◎関連施設

大森ハローワーク（公共職業安定所）

大田区大森北4-16-7 tel5493-8609

大崎労政事務所（労働問題に関する相談や労働講座を受けたいときなど）
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品川区大崎1~11-1ケートシテイ大崎ウエストタワー2F tel3495-6110

大田労働基準監督署（仕事中のけ力:や病気、労働災害保険に関することなど）
大田区蒲田本町2-32-16 tel3732-0171

◎専修学校と専門学校の違い
専修学校の中に、一般課程、高等課程、専門課程力ざあります。高等課程は中学卒業の

資格がある者、専門課程は高校卒業の資格等がある人が入ります。専修学校の専門課程
のことを「専門学校」とも呼びます。

◎2年間の専修学校専門課程（専門学校）を卒業すると、大学の3年次に編入することが
可能です。

◎卒業生の進路
＜省 略＞

◎裏面には、就職用全国高等学校統一応募用紙の見本（縮小） と進路クイズがあります。
＜全国高等学校統一応募用紙は省略＞

(注） 全国高等学校統一応募用紙は、本人の能力・適性などの要素以外で生徒が不採用に
ならないようにするための全国の高等学校統一様式である就職用の応募用紙です。定

時制の高校生などで、在学しながら正社員・アルバイト等に応募するために利用する

ことも可能です。

※進路クイズ

次のクイズにイエス又はノーで答えて下さい。

Q1専門学校を卒業しても、大学卒や短大卒とは違うので、就職したときの給料は高卒
と同じである。

Q2専門学校と大学（短大） とは併修できない。
Q3外国大学日本校で、 日本の大学卒の資格がとれる。
Q4大学入試センター試験は、国立と公立の大学を受験する場合のみ受ける必要がある。

Q5大学入試センター試験は、受験者（個人）が直接大学入試センターに申し込む。

Q6秋に行われる大学や短大の推薦入試では、学校長の推薦をもらえれば、ほば間違い

なく合格することができる。

Q7通信制の大学のスクーリング日は、おおむね日曜日である。

Q8専門学校では教員免許は取得できない。

Q9入学試験には、学力試験だけが大切なので、高校時代のホームルーム活動、生徒会
'・
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’
動等は一切考慮されない。

推薦入試では併願できる学校は一つもない。

活 ｜

’

Q10

答えはすべてノーです。

専門学校二年制を卒業した場合は、短大卒と同じく国家公務員II種の試験を受験

でき、給料も同じです。おおくの民間企業でも、短大卒と同一の条件にしています。

専門学校で学習した科目の一部が大学のスクーリング科目の修得とみなされ、大

学（短大）卒業と専門学校卒業を同時に達成できるところもあります。又、昼に大

学、夜に専門学校にかよっている人もいます。

外国大学日本校は専門学校の扱いのところもありますが、外国の大学と名前は同

じでも、全然関係のない無認可校（専門学校の資格もない） もあります。

一部の私立大学でもセンター試験を利用しています。

高等学校を通さないと受付けてもらえません。

単なる早期受験とする考え方もあります。指定校推薦の場合も、最近は競争率が

高いものがあります。

夏季や冬季の集中スクーリング、夜間スクーリング、最後の一年間の通年スクー

リングなどが主です。 日曜スクーリングをやっているところは関東で、一校だけで、

その大学も日曜以外のスクーリングもとらないと卒業できません（スクーリング科

目とレポート科目に分かれています)。またレポート科目の単位修得は非常に困難で

す。

音楽の教員免許や養護教諭、幼稚園教諭免許が取得できるところがあります。

とりわけ推薦入試においては、高校時代の特別活動が点数化され、得点に上乗せ

されているところもあります。

関西の大学では併願できるところもたくさんあります。

(Q1)

(Q2)

(Q3)

(Q4)

(Q5)

(Q6)

’

I
(Q7)

(Q8)

(Q9)
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(Q10)

小賀野勝芳ホームページhttp://1975.jukuin.keio.ac.jp/ogano/
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〔実践報告〕

ドキュメンタリービデオでつくる｢政治・経済｣の授業 ’

東京都立田柄高等学校 松澤徹

’この取り組みは平成13 (2001)年8月2日に「ドキュメンタリー番組を生涯教育の教材

にするための導入授業の試み」という題で全倫研第38回全国研究大会で中間報告したもの

を最終的にまとめたもので、平成14 (2002)年10月26日に千葉大学で行われた日本社会科

教育学会第52回全国研究大会で口頭発表したものである。

I

’

’I .はじめに

進路多様校といわれる高等学校で、選択科目での「政治・経済」の授業を担当するとき

に苦心するのは、 どのような目標・内容で1年間の授業を組み立てていくか、 ということ

である。履修者が求めているのは大学入試のための問題演習ではないので、 さまざまな授

業展開の可能性があるようにも思える力ざ、生徒の履修目的力ざ多様なため、逆に難しさを感

ずることも多い。

そこで、 ドキュメンタリー番組を軸に、 1年間の授業を展開することにして、次のよう

な目標を立てた。

’

’

1．ビデオ教材を通じて、政治や経済の現象に関心を持つ態度を育てる。

2． 自分の考えを表現する力を育てる*'。

3．ビデオ教材から学ぶ態度を育て、 ドキュメンタリー番組を視聴することによって

生涯学習につながるような動機を育てる。

事， 自らを表現する力の育成の取り組みについては､拙稿｢考える．表現する力を目指した基礎づくり一短

文を書かせる授業の取り組み－」 （『都公社研紀要第37号』東京都公民科･社会科教育研究会、 2001収

載）をご参照いただきたい。

*2 例えば｢プロジェクトX挑戦者たち｣は、AERAでも取り上げられた。 （｢中高年が涙する理由-NHK

プロジェクトXに強い支持」AERA、 2001.4.2朝日新聞社）
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テレビ番組や映画などの視聴覚教材を取り入れた学習はそれほど珍しいことではない。
しかし､最近は社会問題などについて良質の番組力ざ作られるようになり、話題となる番組*2
も多くなっている。 ドキュメンタリー番組を紹介しながら、それを自らの見聞を広め教養

を高めるための情報源として生徒に認識させることができないだろうか。そうすることが

できたら、学校を離れても社会に対する関心を持ちつづけ、学ぶこと力ざできるという、生

涯学習の契機づくりになるのではないかと考えた。

11.授業の実際

この選択授業は2時間連続なので、最初の時間に45分から50分程度の番組を視聴させ、

残りの時間で解説や学習指導要領の項目との連関をつけ、最後に感想を書いて提出すると

いう形をとった。

B4版のプリントの両面に印刷して、表に番組の概要、裏に感想を書く欄と学習指導要

領の項目との連関をつける部分を載せた。授業後にプリントを回収し、 コメントをつけて

次の時間に返却すると、毎時間1枚のプリントが学習の記録として残ることになる。プリ

ントには26穴のパンチ穴をあけて、バインダーで保管できるようにした。

番組は以下のように選び、授業を構成した。

’ 1 1 1 1

－65－

１
４

回 授業テーマ 番 組 タイトル 放映年月 解説・講義
●し

第
１
学
期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

オリエンテーション

高度経済成長を学ぶ①

高度経済成長を学ぶ②

高度経済成長を学ぶ③

中国の人は日本をどう

見ているか①

中国の人は日本をどう

見ているか②

中国の人は日本をどう

見ているか③

流通革命①

流通革命②

日立テレビシティ

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

フジ金暇エンタテイメ

ント

フジ金剛エンタテイメ

ント

フジ金剛エンタテイメ

ント

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

｢ある青春！明治大学応

援団」

｢妻に贈ったダイニング

キッチン～勝負は一坪

住宅革命～」

｢倒産からの逆転劇電

気釜～町工場一家の総力

戦～」

｢日本初のマイカーて

んとう虫町を行く～家族

たちの自動車革命～」

｢わたしたちの留学生活

～小さな留学生～」

｢わたしたちの留学生活

～若者たち～」

｢わたしたちの留学生活

～私の太陽～」

｢日米逆転1コンビニを

つくった素人たち」

｢腕と度胸のトラック便

～翌日宅配・物流革命が

始まった」

1985．4

2000.6

2001.2

2001.5

2000.11

2000.11

2001．5

2000.10

2001.5

年間の授業内容

の説明

日本経済の高度

成長

日本の中小企業

問題

自動車の日米貿

易摩擦

企業経営の多角

化

市場支配と規制

緩和

10 ｢人権について考え

る」①

NHK特集ワールド

TVスペシャル

｢青い目・茶色い目～教

室は目の色で分けられた

(AClassdivided)」

1988．4 平等権
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＊第5回から第7回は、中国人の張麗玲氏の連作ドキュメンタリー「わたしたちの留学生活」から日本で放映され

た部分を視聴した。生徒から「もっと長い番組を見たい」という要望があり、それに答えた形である。視聴時間

が長かったこともあり、政経についての連関項目の解説はしなかった。

なお、各学期とも中間考査は行わず、期末考査で論文タイプの試験を持ち込みありで実

施することにした。一学期は論文を2問。あらかじめ題を与えておき、考査前に下書きを

して持ち込んでも良いし、持ち込んだ授業プリントや資料を見ながらその場で書いても良

いことにした。 しかし、論文2問は生徒への負担が大きいようなので二学期、三学期につ

いては、論文一問と範囲中から出題される短答式の問題を10間で考査を実施した。短答式

の方も、持ち込んだ資料から解答を探すのであるが生徒は意外に苦戦していた。

III. 1年間の授業実践を振り返って

A.授業者として一年間の実践で気づいたこと

1 ．生徒たちは、 ドキュメンタリー番組が意外と面白いものだと気づき始めているようで

ある。自分でも家で「プロジェクトX」を見るようになったという生徒の声を耳にする
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12 ｢人権について考え

る」③

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

｢女たちの10年戦争

～｢男女雇用機会均等法」

成立～」

2000.12 男女共同参画社

会

13 ｢人権について考え

る」④ ‐

NHK特集｢今､アメリ

カで何が起こっている

か」

｢誰も力薮誰もを訴える

～限度を越えた訴訟社会

～」

1988．5 権利意識・訴訟

感覚の日米比較

14 ｢福祉･教育を考える」

①

ETV2001「イギリス

なぜ改革に成功した

か」

｢福祉改革で100万人が

働きだした」

2001.7 雇用と福祉の間

題

15 ｢福祉･教育を考える」

②

ETV2001 「イギリス

なぜ改革に成功した

か」

｢教育格差のない社会

を目指して」

2001．7 比較教育制度

16 ｢人権について考え

る」⑤

アメリカ映画 ｢12人の怒れる男（12

AngryMen)」

1957 裁判と陪審制度

17 ｢人権について考え

る」⑥

日本映画 ｢12人の優しい日本人」 1991 国民の司法参加

の可能性

第
３
学
期

18

19

20

21

｢日本と世界」①

｢日本と世界」②

｢日本と世界」③

｢日本と世界」④

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

NHKプロジェクトX

挑戦者たち

｢戦場にかける橋(前纒）

～カンボジア・技術者と

兵士の闘い」

｢嵐の海上輸送（後縞）

～戦場にかける日本橋」

｢大地の子、 日本へ（前

編）～中国残留孤児・35

年目の再会劇」

｢大地の子、祖国に立つ

(後編）～中国残留孤

児・葛藤する家族」

2001.3

2001．3

2001．4

2001.4

カンボジアの歴

史

国際協力

日中戦争につい

て

中国残留孤児の

問題
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ようになった。感想など書かせたものを見ると、登場人物のあり方生き方と自分のあり

方生き方を重ね合わせて考えている生徒が多いようである。

2． メディアリテラシーという点に関しては、ある生徒の感想のなかに「なんか『感動す

る』方向に自分が引っ張られているような気力ざする｡」という指摘力ざあり、事実に基づい

て作られたドキュメンタリー番組でも製作者の意図力ざ介在することに言及する必要を感

じている。

3．感想については、ただ漠然と書かせるのでなく、焦点を絞った項目を作らないと書き

にくいようで、そのあたりは工夫が必要である。また、ずっと視聴覚教材だけを続けて

いると飽きる生徒もいる。午後の選択の授業などは生徒が眠くなってビデオを見なくな

ると授業が成り立たないので何らかの対策が必要である。

4．考査については、論文形式のものを試みたが、答案を見ると生徒たちは論文形式の答

案の書き方がわかっていないことも明らかになった。この点もこれから指導が必要であ

る。

B・アンケート調査から分かったこと

この講座を履修した生徒に学年末にアンケート調査を実施した。以下はその分析である。

1 ．履修形態について

この講座は必修選択枠と自由選択枠とに設置されている。必修選択枠は生徒全員力ざ何

かの科目を履修しなければいけない時間帯なので、特に政治経済に興味のない生徒でも

他に選択肢がなかったので仕方なく選択したという場合も考えられる。これに対して自

由選択枠は、履修したくなければその時間は帰宅して自宅学習という形もとれるので、

政治経済に興味のある生徒が履修したと考えられる。

しかし実際は、

＊ あなたはなぜこの授業を選択したのですか。

1 政治経済に興味があったから

2 受験や進路で必要だと思ったから

3 他に取りたい科目がなかったから（単位を合わせるため）

4 その他

という質問に対し、 3を選んだ生徒は必修選択枠でも21名中3名しかいなかった。こち

らの予想に反して、生徒たちは政治経済への興味や必要性から履修しているのである。

2．授業への期待とその結果

＊選択政治経済の授業について、

1 興味はあったが、期待はずれだった。

2 興味があったし、おもしろかった。

3取り上げる題材によって面白いときとそうでないときがあった。

4興味はなかったが、意外に面白かった。

5興味はなかったし、やっぱりつまらなかった。
’
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